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　百
王
思
想
と
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た
天
皇
家
が
百
代
目

で
尽
き
る
と
い
う
歴
史
思
想
で
あ
る
。「
百
王
」
と
い
う
語
は
中
国
に
て
成
立
し
、
中

国
か
ら
日
本
へ
意
味
が
伝
え
ら
れ
た
当
初
は
、
無
限
や
限
り
な
き
代
数
を
意
味
し
て

い
た
が
、
あ
る
時
を
境
に
意
味
が
逆
転
し
、
有
限
数
を
意
味
す
る
「
百
王
」
へ
と
変

化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
広
く
流
布
す
る
事
と
な
る
天
皇
家
が
百
代
目
で
尽
き
る
と

い
う
思
想
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。

　こ
れ
ま
で
の
百
王
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
は
、
西
田
長
男
氏
は
「
百
王

思
想
・
そ
の
超
克
」
に
て
百
代
目
の
天
皇
が
誰
に
当
た
る
か
と
い
う
こ
と
や
、「
百
王
」

と
い
う
語
が
有
限
数
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
（
1
）。

大
森
志
郎
氏
は
「
中
世
末
世
観
と
し
て
の
百
王
思
想
」
で
『
野
馬
台
詩
』
が
ど
の
よ

う
に
百
王
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
（
2
）。
早
川
庄
八
氏
は

「
長
元
四
年
の
斎
王
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」
で
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
『
小

右
記
』
の
記
事
に
お
い
て
「
百
王
」
と
い
う
語
が
具
体
的
に
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
3
）。
小
峯
和
明
氏
の
『
野
馬
台
詩
の
謎
』
は
百
王
思
想
に
深
く
関
わ
る

『
野
馬
台
詩
』
と
い
う
史
料
を
メ
イ
ン
で
扱
い
、『
野
馬
台
詩
』
が
ど
の
よ
う
に
伝
わ

り
、ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
い
る
（
4
）。
伊
藤
聡
氏
の
『
日

本
像
の
起
源
』
は
百
王
思
想
だ
け
で
は
な
く
、
中
世
に
流
行
し
て
い
た
他
の
思
想
と

百
王
思
想
と
の
関
係
を
簡
単
で
は
あ
る
が
説
明
し
て
い
る
（
5
）。

　先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
百
王
思
想
が
発
生
す
る
ま
で
の
間
に
他
思
想
が
ど
の
よ

う
に
展
開
し
て
い
た
の
か
あ
る
程
度
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
百
王
思

想
を
研
究
す
る
う
え
で
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
史
料
や
事
件
な
ど
全
て
を
網
羅
し
て

全
体
像
を
示
し
て
い
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
今
一
度
他
思
想

の
発
生
と
展
開
や
当
時
の
社
会
背
景
、
残
さ
れ
た
史
料
、
事
件
な
ど
と
絡
め
て
百
王

思
想
の
盛
り
上
が
り
の
時
系
列
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
、
日
本
の
中
世
の
思
想
を

明
ら
か
に
す
る
上
で
大
変
重
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
百
王
思

想
と
末
法
・
末
代
の
思
想
お
よ
び
百
王
思
想
と
神
国
思
想
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、

慈
円
と
北
畠
親
房
の
百
王
思
想
に
対
す
る
考
え
方
の
差
異
や
人
々
へ
の
伝
え
方
を
分

析
す
る
こ
と
を
重
点
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　本
稿
で
は
第
一
章
に
て
、
百
王
思
想
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
、
末
法
思
想
、
粟
散

辺
土
観
、
神
国
思
想
の
盛
り
上
が
り
を
先
行
研
究
や
史
料
で
確
認
し
て
い
く
。
第
二

章
で
は
、
末
法
思
想
・
粟
散
辺
土
観
・
神
国
思
想
と
百
王
思
想
と
の
関
係
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
百
王
思
想
が
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
登
場
し
、
そ
し
て
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

意
味
の
転
換
が
な
さ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
慈
円
と
北
畠
親
房
の

百
王
思
想
に
対
す
る
捉
え
方
を
『
愚
管
抄
』
と
『
神
皇
正
統
記
』
を
確
認
し
な
が
ら
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【
史
料
4
】『
中
右
記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
六
月
二
十
一
日
条
（
12
）

近
日
叡
山
僧
徒
相
乱
、
毎
日
合
戦
、
偏
是
及
二
末
代
一
仏
法
破
滅
歟

　こ
の
史
料
は
、
比
叡
山
の
僧
が
毎
日
合
戦
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
と
、
末
代
に
仏

教
が
破
滅
す
る
と
い
う
こ
と
を
関
連
付
け
し
て
い
る
史
料
で
あ
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
、
こ
の
時
代
の
末
法
思
想
は
王
朝
貴
族
た
ち
の
衰
退
・
滅
亡
へ
の
予

感
が
、
仏
法
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
て
（
13
）、
伊
藤
聡
氏
の
こ

の
見
解
は
充
分
に
う
な
ず
け
る
。

　伊
藤
聡
氏
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
れ
よ
り
後
に
は
、
保
元
の
乱
や
平
治
の
乱
、

南
都
焼
討
、
平
家
の
滅
亡
、
承
久
の
乱
な
ど
、
時
代
を
変
え
る
よ
う
な
大
き
な
合
戦

や
政
治
的
動
乱
が
幾
度
も
起
き
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
展
開
が
王
朝
滅
亡
を
現
実
味

の
あ
る
も
の
と
し
て
い
っ
た
。

　こ
れ
に
対
す
る
私
見
と
し
て
、
天
台
宗
の
僧
で
摂
関
家
の
出
身
で
あ
っ
た
慈
円
は

生
前
こ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
た
め
、「
武
者
の
世
」
に
な
っ
て
い
く

と
語
っ
た
（
14
）
と
私
は
考
え
る
。

第
二
節

　
粟
散
辺
土
観

　次
い
で
粟
散
辺
土
観
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
て
い
き
た
い
。

　「粟
散
辺
土
」
と
は
、
粟
の
様
に
散
在
す
る
小
国
土
の
意
味
で
あ
り
、
日
本
の
異

名
の
一
つ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
日
本
を
「
粟
散
辺
土
」
と
し
て

扱
っ
て
い
る
最
初
の
文
献
は
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
敬
礼
救
世
観

世
音

　伝
灯
東
方
粟
散
王
」
と
あ
る
の
が
最
初
で
あ
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
、
こ
こ
に
あ
る
「
東
方
粟
散
王
」
と
は
日
本
の
事
を
指
し
て
お
り
、

「
伝
灯
東
方
粟
散
王
」
の
話
は
こ
れ
以
後
の
聖
徳
太
子
の
伝
記
に
頻
出
し
、「
粟
散
国
」

を
日
本
の
別
称
と
す
る
理
解
が
こ
れ
以
後
広
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
15
）。

　こ
の
他
に
私
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
十
世
紀
の
『
宇
津
保
物
語
』
吹
上
・
上

に
も
「
粟
散
国
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
な
ど
の

太
子
伝
の
影
響
を
受
け
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
16
）。

　こ
の
思
想
は
民
間
に
流
布
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
と
考
え
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
粟
散

辺
土
観
に
も
と
づ
き
、
宗
教
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
日
本
と
い
う
辺
境
の
地
に
つ
い
て

説
い
て
お
り
、
貞
慶
は
『
愚
迷
発
心
集
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
5
】『
愚
迷
発
心
集
』（
17
）

仏
前
仏
後
の
中
間
に
生
れ
て
、
出
離
解
脱
の
因
縁
も
な
く
、
粟
散
扶
桑
の
小
国

に
住
し
て
、
上
求
下
化
の
修
行
も
闕
け
た
り
。
悲
し
み
て
も
ま
た
悲
し
き
は
、

在
世
に
漏
れ
た
る
の
悲
し
み
な
り
。
恨
み
て
も
さ
ら
に
恨
め
し
き
は
、
苦
海
に

沈
め
る
の
恨
み
な
り
。
い
か
に
況
や
、
曠
劫
よ
り
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
惑

業
深
重
に
し
て
、
既
に
十
方
恒
沙
の
仏
国
に
嫌
は
れ
、
罪
障
な
ほ
厚
く
し
て
、

今
ま
た
五
濁
乱
漫
の
辺
土
に
来
れ
り
。

　こ
の
史
料
か
ら
は
小
国
と
い
う
五
濁
乱
漫
の
地
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
悲

し
み
嘆
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
貞
慶
は
こ
の
箇
所
を
う
け
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
6
】『
愚
迷
発
心
集
』（
18
） 

あ
あ
八
相
成
道
の
昔
は
、
独
り
如
来
の
出
世
に
漏
れ
た
り
と
雖
も
、
一
千
余
年

の
今
は
、
僅
か
に
慈
父
の
遺
誡
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。（
中
略
）
受
け
難
く

し
て
移
り
易
き
は
人
身
な
り
、
値
ひ
難
く
し
て
希
に
得
る
は
仏
法
な
り
。 

　こ
こ
で
、
貞
慶
は
末
法
の
今
、
仏
法
に
は
希
望
が
僅
か
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。

　ま
た
親
鸞
は
『
浄
土
高
僧
和
讃
』
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
7
】『
浄
土
高
僧
和
讃
』（
19
）

善
導
・
源
信
す
ゝ
む
と
も

　本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
は

片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は

　い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま
じ

（
中
略
）

粟
散
片
州
に
誕
生
し
て

　念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む

衆
生
化
度
の
た
め
に
と
て

　こ
の
土
に
た
び
〳
〵
き
た
ら
し
む 

　こ
の
史
料
で
は
、
親
鸞
が
日
本
と
い
う
小
国
に
念
仏
宗
を
広
め
た
い
と
考
え
て
い

た
意
志
が
読
み
取
れ
る
。

　こ
れ
を
考
慮
し
た
伊
藤
聡
氏
は
「
粟
散
片
州
」
で
「
濁
世
」
の
日
本
の
人
々
が
念

2

考
察
し
、
こ
の
思
想
を
通
じ
て
彼
ら
が
書
き
綴
っ
た
書
物
を
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
に

広
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
に
も
触
れ
て
い
き
た
い
。

第
一
章

　
百
王
思
想
発
生
ま
で
の
他
思
想
の
発
生
と
展
開

　本
章
で
は
、
百
王
思
想
の
意
味
合
い
が
何
故
、
全
く
逆
の
意
味
合
い
に
変
化
し
て

し
ま
っ
た
の
か
末
法
思
想
や
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
及
び
、
当
時
の
時
代
背
景
の

様
子
も
含
め
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　百
王
思
想
と
は
天
皇
家
が
百
代
目
で
尽
き
る
と
い
う
歴
史
思
想
の
一
つ
で
あ
り
、

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た
思
想
で
あ
る
。
こ
の
「
百
王
」
と
い
う

語
は
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
語
で
あ
り
、
日
本
に
到
来
し
た
。「
百
王
」
は
本
来
、

無
限
や
限
り
な
き
代
数
の
王
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
元
々
は
い
つ
ま
で
も
天
皇

家
が
絶
え
る
こ
と
は
な
く
百
代
目
で
尽
き
る
と
い
う
思
想
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

有
限
数
の
王
を
意
味
す
る
言
葉
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

　後
に
記
述
す
る
が
、
伊
勢
斎
王
託
宣
事
件
に
つ
い
て
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
『
小

右
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
八
月
四
日
条
の
史
料
が
具
体
的
に
「
百
王
」
の
語
の

意
味
が
百
代
目
で
尽
き
る
と
い
う
有
限
数
の
意
味
で
使
わ
れ
た
最
初
期
の
史
料
で
あ
る
。

　末
法
思
想
が
盛
ん
に
な
る
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
と
様
々

な
思
想
が
共
有
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
神
国
思
想
に
お
い
て
、
神
々
が
天
皇
の
国
土
や

権
力
・
人
民
を
護
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
側
面
と
連
動
し
て
天
皇
家
が
百
代
目

で
尽
き
る
百
王
思
想
と
い
う
思
想
が
、
十
一
世
紀
頃
か
ら
現
れ
始
め
た
。

　し
か
し
こ
の
後
、
慈
円
が
『
愚
管
抄
』
に
て
百
王
思
想
を
王
朝
の
危
機
と
捉
え
る

一
方
、
北
畠
親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
に
て
終
末
論
と
し
て
の
百
王
思
想
を
否
定
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
百
王
思
想
が
社
会
の
表
面
に
現
れ
始
め
た
意
味
を
考
え
る
上
で

重
要
で
あ
る
。

第
一
節

　
末
法
思
想

　末
法
思
想
と
い
う
も
の
は
仏
滅
後
、
正
法
・
像
法
・
末
法
と
い
う
三
段
階
を
経
て
、

仏
の
経
説
が
次
第
に
消
滅
し
て
い
く
思
想
の
事
で
あ
る
。
教
（
教
説
）・
行
（
実
践
）・

証
（
悟
り
）
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
つ
い
て
、
正
法
は
こ
れ
ら
全
て
を
備
え
て
い
る

時
代
、
像
法
は
証
だ
け
が
欠
け
、
末
法
は
教
だ
け
が
残
り
、
行
・
証
の
な
い
時
代
と

す
る
説
明
が
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た
末
法
思
想
は
十
一
世
紀
か
ら
普
及
し

始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（
6
）。

　平
安
時
代
後
期
の
貴
族
の
間
で
は
、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
が
入
末
法
元
年
と

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
藤
原
資
房
の
『
春
記
』
の
同
年
八
月
二
十
八
日
条
は
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

【
史
料
1
】『
春
記
』
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
八
月
二
十
八
日
条
（
7
）

今
日
真
範
僧
正
参
入
、
督
殿
申
云
、
長
谷
寺
已
以
焼
亡
了
、
只
今
自
二
彼
寺
一

告
来
、□
（
真
カ
）範
彼
寺
別
当
也
（
中
略
）
霊
験
所
第
一
也
、末
法
之
最
年
有
二
此
事
一
、

可
レ
恐
レ
之

　藤
原
資
房
は
長
谷
寺
の
焼
亡
と
入
末
法
を
関
連
付
け
し
て
お
り
、
貴
族
社
会
や
僧

が
恐
怖
を
感
じ
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。
ま
た
皇
円
の
『
扶
桑
略
記
』
で
も
末
法
に

関
す
る
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
2
】『
扶
桑
略
記
』
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
正
月
十
六
日
条
（
8
）

屈
二

—

請
千
僧
於
大
極
殿
一
。
令
レ
転
二

—

読
観
音
経
一
。
自
二
去
年
冬
一
疾
疫
流
行
。

改
年
已
後
。
弥
以
熾
盛
。
仍
為
レ
除
二
其
災
一
也
。
今
年
始
入
二
末
法
一
。

　こ
の
史
料
か
ら
は
、
永
承
六
年
か
ら
流
行
し
て
い
た
疫
病
が
永
承
七
年
に
な
っ
て

も
衰
え
る
様
子
が
無
く
、
疫
病
と
入
末
法
を
関
連
付
け
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
皇

円
も
『
扶
桑
略
記
』
で
は
疫
病
が
流
行
し
た
事
と
入
末
法
を
関
連
付
け
し
て
い
た
。

　伊
藤
聡
氏
は
そ
の
他
に
も
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
の
貴
族
の
日
記
に
は
、
末

法
・
末
世
・
末
代
（
9
）

と
い
っ
た
語
が
散
見
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
10
） 

。
以
下
に

挙
げ
る
藤
原
宗
忠
の
『
中
右
記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
六
月
の
記
軍
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

【
史
料
3
】『
中
右
記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
六
月
十
九
日
条
（
11
）

今
朝
越
前
国
気
比
神
人
群
二

—

参
陽
明
門
前
一
、
訴
二

—

申
国
司
爲
家
朝
臣
非
法
一

云
々
、
近
日
天
下
大
衆
神
民
、
不
二
レ
論
大
小
所
一
旁
以
蜂
起
、
末
代
作
法
何
為
哉

271

百王思想の発生とその後の展開

（37） （36）



3

百王思想の発生とその後の展開

【
史
料
4
】『
中
右
記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
六
月
二
十
一
日
条
（
12
）

近
日
叡
山
僧
徒
相
乱
、
毎
日
合
戦
、
偏
是
及
二
末
代
一
仏
法
破
滅
歟

　こ
の
史
料
は
、
比
叡
山
の
僧
が
毎
日
合
戦
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
と
、
末
代
に
仏

教
が
破
滅
す
る
と
い
う
こ
と
を
関
連
付
け
し
て
い
る
史
料
で
あ
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
、
こ
の
時
代
の
末
法
思
想
は
王
朝
貴
族
た
ち
の
衰
退
・
滅
亡
へ
の
予

感
が
、
仏
法
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
て
（
13
）、
伊
藤
聡
氏
の
こ

の
見
解
は
充
分
に
う
な
ず
け
る
。

　伊
藤
聡
氏
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
れ
よ
り
後
に
は
、
保
元
の
乱
や
平
治
の
乱
、

南
都
焼
討
、
平
家
の
滅
亡
、
承
久
の
乱
な
ど
、
時
代
を
変
え
る
よ
う
な
大
き
な
合
戦

や
政
治
的
動
乱
が
幾
度
も
起
き
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
展
開
が
王
朝
滅
亡
を
現
実
味

の
あ
る
も
の
と
し
て
い
っ
た
。

　こ
れ
に
対
す
る
私
見
と
し
て
、
天
台
宗
の
僧
で
摂
関
家
の
出
身
で
あ
っ
た
慈
円
は

生
前
こ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
た
め
、「
武
者
の
世
」
に
な
っ
て
い
く

と
語
っ
た
（
14
）
と
私
は
考
え
る
。

第
二
節

　
粟
散
辺
土
観

　次
い
で
粟
散
辺
土
観
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
て
い
き
た
い
。

　「粟
散
辺
土
」
と
は
、
粟
の
様
に
散
在
す
る
小
国
土
の
意
味
で
あ
り
、
日
本
の
異

名
の
一
つ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
日
本
を
「
粟
散
辺
土
」
と
し
て

扱
っ
て
い
る
最
初
の
文
献
は
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
敬
礼
救
世
観

世
音

　伝
灯
東
方
粟
散
王
」
と
あ
る
の
が
最
初
で
あ
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
、
こ
こ
に
あ
る
「
東
方
粟
散
王
」
と
は
日
本
の
事
を
指
し
て
お
り
、

「
伝
灯
東
方
粟
散
王
」
の
話
は
こ
れ
以
後
の
聖
徳
太
子
の
伝
記
に
頻
出
し
、「
粟
散
国
」

を
日
本
の
別
称
と
す
る
理
解
が
こ
れ
以
後
広
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
15
）。

　こ
の
他
に
私
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
十
世
紀
の
『
宇
津
保
物
語
』
吹
上
・
上

に
も
「
粟
散
国
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
な
ど
の

太
子
伝
の
影
響
を
受
け
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
16
）。

　こ
の
思
想
は
民
間
に
流
布
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
と
考
え
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
粟
散

辺
土
観
に
も
と
づ
き
、
宗
教
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
日
本
と
い
う
辺
境
の
地
に
つ
い
て

説
い
て
お
り
、
貞
慶
は
『
愚
迷
発
心
集
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
5
】『
愚
迷
発
心
集
』（
17
）

仏
前
仏
後
の
中
間
に
生
れ
て
、
出
離
解
脱
の
因
縁
も
な
く
、
粟
散
扶
桑
の
小
国

に
住
し
て
、
上
求
下
化
の
修
行
も
闕
け
た
り
。
悲
し
み
て
も
ま
た
悲
し
き
は
、

在
世
に
漏
れ
た
る
の
悲
し
み
な
り
。
恨
み
て
も
さ
ら
に
恨
め
し
き
は
、
苦
海
に

沈
め
る
の
恨
み
な
り
。
い
か
に
況
や
、
曠
劫
よ
り
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
惑

業
深
重
に
し
て
、
既
に
十
方
恒
沙
の
仏
国
に
嫌
は
れ
、
罪
障
な
ほ
厚
く
し
て
、

今
ま
た
五
濁
乱
漫
の
辺
土
に
来
れ
り
。

　こ
の
史
料
か
ら
は
小
国
と
い
う
五
濁
乱
漫
の
地
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
悲

し
み
嘆
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
貞
慶
は
こ
の
箇
所
を
う
け
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
6
】『
愚
迷
発
心
集
』（
18
） 

あ
あ
八
相
成
道
の
昔
は
、
独
り
如
来
の
出
世
に
漏
れ
た
り
と
雖
も
、
一
千
余
年

の
今
は
、
僅
か
に
慈
父
の
遺
誡
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。（
中
略
）
受
け
難
く

し
て
移
り
易
き
は
人
身
な
り
、
値
ひ
難
く
し
て
希
に
得
る
は
仏
法
な
り
。 

　こ
こ
で
、
貞
慶
は
末
法
の
今
、
仏
法
に
は
希
望
が
僅
か
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。

　ま
た
親
鸞
は
『
浄
土
高
僧
和
讃
』
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
7
】『
浄
土
高
僧
和
讃
』（
19
）

善
導
・
源
信
す
ゝ
む
と
も

　本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
は

片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は

　い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま
じ

（
中
略
）

粟
散
片
州
に
誕
生
し
て

　念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む

衆
生
化
度
の
た
め
に
と
て

　こ
の
土
に
た
び
〳
〵
き
た
ら
し
む 

　こ
の
史
料
で
は
、
親
鸞
が
日
本
と
い
う
小
国
に
念
仏
宗
を
広
め
た
い
と
考
え
て
い

た
意
志
が
読
み
取
れ
る
。

　こ
れ
を
考
慮
し
た
伊
藤
聡
氏
は
「
粟
散
片
州
」
で
「
濁
世
」
の
日
本
の
人
々
が
念

2

考
察
し
、
こ
の
思
想
を
通
じ
て
彼
ら
が
書
き
綴
っ
た
書
物
を
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
に

広
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
に
も
触
れ
て
い
き
た
い
。

第
一
章

　
百
王
思
想
発
生
ま
で
の
他
思
想
の
発
生
と
展
開

　本
章
で
は
、
百
王
思
想
の
意
味
合
い
が
何
故
、
全
く
逆
の
意
味
合
い
に
変
化
し
て

し
ま
っ
た
の
か
末
法
思
想
や
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
及
び
、
当
時
の
時
代
背
景
の

様
子
も
含
め
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　百
王
思
想
と
は
天
皇
家
が
百
代
目
で
尽
き
る
と
い
う
歴
史
思
想
の
一
つ
で
あ
り
、

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た
思
想
で
あ
る
。
こ
の
「
百
王
」
と
い
う

語
は
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
語
で
あ
り
、
日
本
に
到
来
し
た
。「
百
王
」
は
本
来
、

無
限
や
限
り
な
き
代
数
の
王
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
元
々
は
い
つ
ま
で
も
天
皇

家
が
絶
え
る
こ
と
は
な
く
百
代
目
で
尽
き
る
と
い
う
思
想
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

有
限
数
の
王
を
意
味
す
る
言
葉
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

　後
に
記
述
す
る
が
、
伊
勢
斎
王
託
宣
事
件
に
つ
い
て
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
『
小

右
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
八
月
四
日
条
の
史
料
が
具
体
的
に
「
百
王
」
の
語
の

意
味
が
百
代
目
で
尽
き
る
と
い
う
有
限
数
の
意
味
で
使
わ
れ
た
最
初
期
の
史
料
で
あ
る
。

　末
法
思
想
が
盛
ん
に
な
る
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
と
様
々

な
思
想
が
共
有
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
神
国
思
想
に
お
い
て
、
神
々
が
天
皇
の
国
土
や

権
力
・
人
民
を
護
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
側
面
と
連
動
し
て
天
皇
家
が
百
代
目

で
尽
き
る
百
王
思
想
と
い
う
思
想
が
、
十
一
世
紀
頃
か
ら
現
れ
始
め
た
。

　し
か
し
こ
の
後
、
慈
円
が
『
愚
管
抄
』
に
て
百
王
思
想
を
王
朝
の
危
機
と
捉
え
る

一
方
、
北
畠
親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
に
て
終
末
論
と
し
て
の
百
王
思
想
を
否
定
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
百
王
思
想
が
社
会
の
表
面
に
現
れ
始
め
た
意
味
を
考
え
る
上
で

重
要
で
あ
る
。

第
一
節

　
末
法
思
想

　末
法
思
想
と
い
う
も
の
は
仏
滅
後
、
正
法
・
像
法
・
末
法
と
い
う
三
段
階
を
経
て
、

仏
の
経
説
が
次
第
に
消
滅
し
て
い
く
思
想
の
事
で
あ
る
。
教
（
教
説
）・
行
（
実
践
）・

証
（
悟
り
）
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
つ
い
て
、
正
法
は
こ
れ
ら
全
て
を
備
え
て
い
る

時
代
、
像
法
は
証
だ
け
が
欠
け
、
末
法
は
教
だ
け
が
残
り
、
行
・
証
の
な
い
時
代
と

す
る
説
明
が
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た
末
法
思
想
は
十
一
世
紀
か
ら
普
及
し

始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（
6
）。

　平
安
時
代
後
期
の
貴
族
の
間
で
は
、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
が
入
末
法
元
年
と

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
藤
原
資
房
の
『
春
記
』
の
同
年
八
月
二
十
八
日
条
は
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

【
史
料
1
】『
春
記
』
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
八
月
二
十
八
日
条
（
7
）

今
日
真
範
僧
正
参
入
、
督
殿
申
云
、
長
谷
寺
已
以
焼
亡
了
、
只
今
自
二
彼
寺
一

告
来
、□
（
真
カ
）範
彼
寺
別
当
也
（
中
略
）
霊
験
所
第
一
也
、末
法
之
最
年
有
二
此
事
一
、

可
レ
恐
レ
之

　藤
原
資
房
は
長
谷
寺
の
焼
亡
と
入
末
法
を
関
連
付
け
し
て
お
り
、
貴
族
社
会
や
僧

が
恐
怖
を
感
じ
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。
ま
た
皇
円
の
『
扶
桑
略
記
』
で
も
末
法
に

関
す
る
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
2
】『
扶
桑
略
記
』
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
正
月
十
六
日
条
（
8
）

屈
二

—

請
千
僧
於
大
極
殿
一
。
令
レ
転
二

—

読
観
音
経
一
。
自
二
去
年
冬
一
疾
疫
流
行
。

改
年
已
後
。
弥
以
熾
盛
。
仍
為
レ
除
二
其
災
一
也
。
今
年
始
入
二
末
法
一
。

　こ
の
史
料
か
ら
は
、
永
承
六
年
か
ら
流
行
し
て
い
た
疫
病
が
永
承
七
年
に
な
っ
て

も
衰
え
る
様
子
が
無
く
、
疫
病
と
入
末
法
を
関
連
付
け
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
皇

円
も
『
扶
桑
略
記
』
で
は
疫
病
が
流
行
し
た
事
と
入
末
法
を
関
連
付
け
し
て
い
た
。

　伊
藤
聡
氏
は
そ
の
他
に
も
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
の
貴
族
の
日
記
に
は
、
末

法
・
末
世
・
末
代
（
9
）

と
い
っ
た
語
が
散
見
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
10
） 

。
以
下
に

挙
げ
る
藤
原
宗
忠
の
『
中
右
記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
六
月
の
記
軍
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

【
史
料
3
】『
中
右
記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
六
月
十
九
日
条
（
11
）

今
朝
越
前
国
気
比
神
人
群
二

—

参
陽
明
門
前
一
、
訴
二

—

申
国
司
爲
家
朝
臣
非
法
一

云
々
、
近
日
天
下
大
衆
神
民
、
不
二
レ
論
大
小
所
一
旁
以
蜂
起
、
末
代
作
法
何
為
哉
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若
賊
謀
已
熟
天
兵
船
必
来
倍久
在
波
、
境
内
尓
入
賜
天須
之
、
逐
還
漂
没
女
賜
比天
、
我
朝
乃
神

国
止
畏
憚
礼
来
礼留
故
実
乎
澆
多之
失
比
賜
布奈
。
自
レ
此
之
外
尓
、
仮
令
天止
之
、
夷
俘
乃
逆
謀
叛

乱
之
事
、
中
国
乃
刀
兵
賊
難
之
事
、
又
水
旱
風
雨
之
事
、
疫
癘
飢
饉
之
事
尓
至
尓万
天
、

国
家
乃
大
禍
、
百
姓
乃
深
憂
止毛
可
レ
在
良乎
牟波
、
皆
悉
未
然
之
外
尓
払
却
銷
滅
之
賜
天
、
天

下
无
二
躁
驚
一久
、
国
内
平
安
尓
鎮
護
利
救
助
賜
比
皇
御
孫
命
乃
御
体
乎
、
常
磐
堅
磐
尓

与
二
天
地
日
月
一
共
尓
、
夜
護
昼
護
尓
護
幸
倍
矜
奉
給
倍止
、
恐
美
恐
美毛
申
賜
久止
申
。

　こ
の
記
事
は
新
羅
人
が
日
本
を
襲
撃
し
た
事
件
に
つ
い
て
記
し
つ
つ
、
日
本
を
守

る
べ
き
神
々
は
天
照
大
神
の
率
い
た
様
々
な
神
々
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
日
本

の
天
皇
と
い
う
も
の
は
、
中
国
の
皇
帝
に
倣
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
日
本
は
世
襲
制
へ
と
独
自
に
進
化
し
て
い
っ
た
。
天
照
大
神
の
血
筋
を
受
け

継
ぐ
こ
と
こ
そ
が
正
当
な
統
治
者
に
な
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
。

　こ
の
記
事
で
は
日
本
を
「
神
明
の
国
」
と
し
て
お
り
、
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
の

故
事
に
倣
う
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
と
い
う
も

の
は
、
天
照
大
神
の
神
託
に
従
い
新
羅
を
攻
め
降
伏
さ
せ
た
と
い
う
神
話
で
あ
る
。

　佐
藤
弘
夫
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
時
世
の
騒
然
と
し
た
状
況
に
対
し
て
、
朝
廷
は
伊

勢
や
石
清
水
・
宇
佐
八
幡
等
の
有
力
神
社
に
国
土
安
穏
の
告
文
を
奉
っ
て
祈
願
し
た
。

『
日
本
三
代
実
録
』
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
告
文
に
は
「
神
国
」
と
い
う
語
が
散
見

す
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
27
）。

　先
に
み
た
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
十
二
月
十
四
日
条
の
告

文
に
は
「
我
が
朝
の
神
国
と
畏
れ
憚
ら
れ
来
れ
る
故
実
を
澆
だ
し
失
ひ
賜
ふ
な
」
と

あ
り
「
神
国
」
と
い
う
語
が
す
で
に
登
場
し
て
い
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
こ
の
時
期
の
「
神
国
」
と
い
う
語
は
自
尊
的
呼
称
で
は
な
く
、
日
本

の
対
外
的
勢
威
を
強
調
す
る
際
に
の
み
、
特
別
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
だ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
こ
の
「
神
国
」
と
い
う
語
は
渤
海
や
蝦
夷
及
び
新
羅
に
対

し
て
使
わ
れ
、
唐
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
大
国
」
で
あ
る
中
国
に

対
し
て
使
う
こ
と
を
憚
り
、
自
国
よ
り
下
と
み
な
す
「
蕃
国
」
に
の
み
に
向
け
た
自

称
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
28
）。

　伊
藤
聡
氏
の
こ
の
見
解
は
的
を
射
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
の

際
に
は
新
羅
と
百
済
を
服
属
さ
せ
た
が
、
七
世
紀
に
は
唐
帝
国
が
成
立
し
、
半
島
に

影
響
力
を
行
使
す
る
ほ
ど
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
影
響
力
大
の
唐
に
対
す
る

時
に
は
「
神
国
」
と
い
う
語
は
使
わ
な
い
よ
う
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
お
い
て
も
「
神
国
」
の
語
が
登
場
す
る
こ
と
は
少
な

い
が
、『
宇
多
天
皇
御
記
』
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
十
月
十
九
日
条
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
10
】『
宇
多
天
皇
御
記
』
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
十
月
十
九
日
条
（
29
）

我
国
者
神
国
也
。
因
毎
朝
敬
二

—

拝
四
方
大
中
小
天
神
地
祇
一
。
敬
拝
之
事
始
自
レ

今
。
後
一
日
無
レ
怠
云
云
。

　こ
の
記
事
か
ら
は
日
本
は
「
神
国
」
で
あ
る
か
ら
、
敬
拝
を
怠
る
こ
と
は
し
な
い

と
い
う
宇
多
天
皇
の
認
識
が
読
み
取
れ
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
『
宇
多
天
皇
御
記
』
で
見
ら
れ
る
神
国
観
こ
そ
が
後
に
一
般
的
に
な

る
も
の
と
述
べ
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
「
神
国
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
増
え

て
来
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
30
）。

　十
一
世
紀
と
い
う
時
代
は
、
末
法
思
想
と
神
国
思
想
が
特
に
盛
り
上
が
っ
て
き
た

時
期
で
あ
り
、
末
世
・
末
代
の
終
末
論
的
思
想
が
一
番
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

時
期
に
、
日
本
が
神
の
国
で
あ
り
、
神
に
よ
っ
て
国
土
や
そ
の
他
諸
々
が
守
ら
れ
て

い
る
と
い
う
末
法
思
想
と
相
反
す
る
神
国
思
想
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
ま
っ

た
く
当
然
の
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
。

　そ
の
後
神
国
思
想
が
強
く
広
く
貴
族
層
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
鎌
倉

時
代
の
元
寇
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
の
研
究
者
が
す
で
に
指
摘
し

て
い
る
通
り
で
あ
る
（
31
）。

　元
寇
が
起
き
る
十
年
前
の
出
来
事
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
弘
長
三
年

（
一
二
六
三
）
に
鎌
倉
時
代
に
大
暴
風
雨
が
起
き
船
六
十
一
隻
遭
難
、
文
永
五
年

（
一
二
六
八
）
に
善
光
寺
が
焼
け
る
、
文
永
七
年
に
東
大
寺
が
焼
け
る
、
文
永
八
年
に

延
暦
寺
が
焼
け
る
、
文
永
十
年
に
陸
奥
国
会
津
地
震
な
ど
、
各
地
で
地
震
や
水
、
風

の
災
害
が
起
き
、
寺
が
焼
け
る
と
い
う
災
害
が
頻
繁
に
起
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

【
史
料
11
】『
八
幡
愚
童
訓
』
八
幡
童
子
訓
並
序
（
32
）

夫
人
界
ニ
来
ル
事
ハ
、
六
趣
ノ
中
勝
レ
タ
リ
。
神
国
ニ
生
ル
ヽ
事
ハ
、
四
州
ノ

間
ニ
越
タ
リ
。
天
修
鬼
畜
ノ
苦
楽
ヲ
感
ジ
タ
ラ
マ
シ
カ
バ
、
仏
法
値
遇
ノ
悦
有

4

仏
宗
の
何
た
る
か
を
知
っ
た
の
だ
と
し
、
法
然
・
親
鸞
等
の
鎌
倉
時
代
の
新
し
い
浄

土
門
が
目
指
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
辺
土
・
末
代
の
日
本
の
衆
生
救
済
は
専
修
の

念
仏
し
か
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
20
）。

　日
蓮
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
僧
は
末
法
思
想
、
末
世
・
末
代
と

粟
散
辺
土
観
を
結
び
付
け
、
こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
仏
法
に
出
会
え
る
こ
と

へ
の
奇
跡
性
に
希
望
を
持
つ
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
自
身
の
宗
教
の
信
者
を
肥
そ
う

と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
皆
言
う
こ
と
は
同
じ
な
の
で
、

日
蓮
が
そ
こ
に
百
王
思
想
を
加
え
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
（
21
）。

　こ
こ
ま
で
見
て
い
く
と
、
鎌
倉
時
代
の
粟
散
辺
土
観
が
貴
族
層
だ
け
で
は
な
く
、

彼
ら
鎌
倉
仏
教
者
た
ち
が
布
教
の
対
象
と
し
た
民
間
層
に
も
普
及
し
て
い
た
と
み
て

よ
い
と
私
は
考
え
る
。

　成
尊
が
後
三
条
天
皇
に
撰
進
し
た
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
で
は
、
粟
散
辺
土
観
が

辺
鄙
な
だ
け
で
は
な
く
、
遠
く
離
れ
た
日
本
な
ら
で
は
の
宗
教
的
な
展
開
が
あ
っ
た

事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
8
】『
真
言
付
法
纂
要
抄
』（
22
）

抑
於
二
瞻
部
州
八
万
四
千
聚
落
之
中
一
、
唯
陽
谷
内
、
盛
二
秘
密
教
一
事
、
見
二
上

文
一
。
昔
威
光
菩
薩
摩大
利日
支化
天身
即也
、
常
居
二
日
宮
一
、
除
二
阿
修
羅
王
難
一
。
今
遍
照
金

剛
鎮
住
二
日
域
一
、増
二
金
輪
聖
王
福
一
。
神
号
二
天
照
尊
一
、刹
名
二
大
日
本
国
一
乎
。

自
然
理
、
立
二
自
然
名
一
。
誠
職
レ
此
之
由
矣
。
是
故
南
天
鉄
塔
雖
レ
迮
、
全
包
二

法
界
心
殿
一
。
東
乗
陽
谷
雖
レ
鄙
、
皆
是
大
種
姓
人
。
明
知
、
大
日
如
来
加
持

力
之
所
レ
致
也
。
豈
凡
愚
所
レ
識
乎
。
今
正
仏
日
再
曜
、
専
仰
二
聖
運
一
焉
。

　こ
の
史
料
に
は
大
日
如
来
は
天
照
大
神
と
い
う
名
前
を
持
っ
て
お
り
、
更
に
そ
の

国
土
は
大
日
如
来
と
い
う
名
前
の
ゆ
か
り
で
あ
る
大
日
本
と
名
付
け
ら
れ
た
事
が
記

さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
史
料
か
ら
分
か
る
通
り
、
成
尊
は
自
分
た
ち
の
布
教
に
役
立
つ
よ
う
な
論
理

を
生
み
出
し
て
説
明
し
て
い
る
。
粟
散
辺
土
観
を
自
分
の
論
理
で
も
使
っ
て
お
り
、

粟
散
辺
土
観
を
前
提
に
、
単
に
辺
鄙
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
イ
ン
ド
か
ら
遠
く
離
れ

た
辺
土
で
あ
る
か
ら
こ
そ
優
れ
て
い
る
と
逆
転
の
論
理
を
説
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て

辺
鄙
だ
か
ら
こ
そ
大
日
如
来
が
お
り
、
天
皇
が
幸
せ
に
な
り
、
天
照
大
神
が
日
本
を

守
っ
て
い
る
か
ら
日
本
が
あ
る
、
と
日
本
を
貶
す
意
味
で
は
な
く
日
本
を
称
え
る
意

味
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
、
こ
の
史
料
を
考
察
し
、
こ
こ
で
は
南
天
鉄
塔
（
23
）
と
日
本
を
対
比

し
つ
つ
、
本
朝
は
密
教
流
布
に
ふ
さ
わ
し
い
大
種
姓
の
国
民
な
の
だ
と
説
い
て
い
る
、

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
粟
散
辺
土
観
は
天
竺
（
世
界
の
中
心
）

か
ら
遠
く
離
れ
た
日
本
こ
そ
が
密
教
勝
応
の
地
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と

述
べ
て
い
る
（
24
）。

　伊
藤
聡
の
言
う
通
り
、
成
尊
は
粟
散
辺
土
観
に
よ
っ
て
自
国
を
辺
境
の
地
と
自
覚
す

る
よ
う
に
な
っ
た
事
を
払
拭
し
粟
散
辺
土
観
を
プ
ラ
ス
の
意
味
で
捉
え
直
す
た
め
に
、

天
竺
と
い
う
世
界
の
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
の
方
の
密
教
が
隆
盛
す
る
と
い
う
事
を

唱
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
真
言
宗
の
信
者
を
肥
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　神
国
思
想
が
盛
り
上
が
る
時
代
に
な
る
と
粟
散
辺
土
観
は
下
火
に
な
る
が
、
こ
の

意
識
は
そ
の
後
も
残
り
続
け
て
い
た
。

第
三
節

　
神
国
思
想

　次
い
で
神
国
思
想
を
取
り
扱
っ
て
い
き
た
い
。

　佐
藤
弘
夫
氏
は
、
神
国
思
想
と
い
う
も
の
は
、「
日
本
の
国
土
を
神
孫
が
君
臨
し

神
々
が
守
護
す
る
聖
地
と
し
て
丸
ご
と
肯
定
し
、
他
国
に
対
す
る
優
越
を
強
く
主
張

す
る
の
で
あ
る
」、
と
述
べ
て
い
る
（
25
）。
つ
ま
り
日
本
が
神
の
国
で
あ
る
と
い
う
国

土
意
識
と
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
神
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
守
ら
れ
て
い
る

と
い
う
思
想
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
初
見
は
次
の
『
日
本
三
代
実
録
』
で
あ
る
。

【
史
料
9
】『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
十
二
月
十
四
日
条
（
26
）

（
前
略
）
伝
聞
、
彼
新
羅
人
波
我
日
本
国
止
久
岐
世
時
与利
相
敵
美
来
多利
。
而
今
入
二
来

境
内
一天
、
奪
二
取
調
物
一
利天
、
無
二
懼
沮
之
気
一
。
量
二
其
意
況
一尓
、
兵
寇
之
萠
自
レ
此

而
生
加
。
我
朝
久
無
二
軍
旅
一久
専
忘
二
警
備
一
多利
。
兵
乱
之
事
尤
可
二
慎
恐
一
。
然
我

日
本
朝
波
所
謂
神
明
之
国
奈利
。
神
明
之
助
護
利
賜
波
、
何
乃
兵
寇
加
可
二
近
来
一岐
。
況

掛
毛
畏
岐
皇
大
神
波
、
我
朝
乃
大
祖
止
御
座
天
、
食
国
乃
天
下
乎
照
賜
比
護
賜
利
、
然
則

他
国
異
類
乃
加
レ
侮
致
レ
乱
倍岐
事
乎
、
何
曾
聞
食
天
、
驚
賜
比
拒
却
介
賜
波須
在
牟
。（
中

略
）
此
状
乎
平
介久
聞
食
天
、
仮
令
時
世
乃
禍
乱
天止
之
、
上
件
寇
賊
之
事
在
倍岐
物
奈止
利毛
、

掛
毛
畏
支
皇
大
神
国
内
乃
諸
神
達
乎毛
唱
導
岐
賜
比天
、
未
二
発
向
一
之
前
尓
沮
拒
排
却
賜
倍
。
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若
賊
謀
已
熟
天
兵
船
必
来
倍久
在
波
、
境
内
尓
入
賜
天須
之
、
逐
還
漂
没
女
賜
比天
、
我
朝
乃
神

国
止
畏
憚
礼
来
礼留
故
実
乎
澆
多之
失
比
賜
布奈
。
自
レ
此
之
外
尓
、
仮
令
天止
之
、
夷
俘
乃
逆
謀
叛

乱
之
事
、
中
国
乃
刀
兵
賊
難
之
事
、
又
水
旱
風
雨
之
事
、
疫
癘
飢
饉
之
事
尓
至
尓万
天
、

国
家
乃
大
禍
、
百
姓
乃
深
憂
止毛
可
レ
在
良乎
牟波
、
皆
悉
未
然
之
外
尓
払
却
銷
滅
之
賜
天
、
天

下
无
二
躁
驚
一久
、
国
内
平
安
尓
鎮
護
利
救
助
賜
比
皇
御
孫
命
乃
御
体
乎
、
常
磐
堅
磐
尓

与
二
天
地
日
月
一
共
尓
、
夜
護
昼
護
尓
護
幸
倍
矜
奉
給
倍止
、
恐
美
恐
美毛
申
賜
久止
申
。

　こ
の
記
事
は
新
羅
人
が
日
本
を
襲
撃
し
た
事
件
に
つ
い
て
記
し
つ
つ
、
日
本
を
守

る
べ
き
神
々
は
天
照
大
神
の
率
い
た
様
々
な
神
々
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
日
本

の
天
皇
と
い
う
も
の
は
、
中
国
の
皇
帝
に
倣
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
日
本
は
世
襲
制
へ
と
独
自
に
進
化
し
て
い
っ
た
。
天
照
大
神
の
血
筋
を
受
け

継
ぐ
こ
と
こ
そ
が
正
当
な
統
治
者
に
な
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
。

　こ
の
記
事
で
は
日
本
を
「
神
明
の
国
」
と
し
て
お
り
、
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
の

故
事
に
倣
う
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
と
い
う
も

の
は
、
天
照
大
神
の
神
託
に
従
い
新
羅
を
攻
め
降
伏
さ
せ
た
と
い
う
神
話
で
あ
る
。

　佐
藤
弘
夫
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
時
世
の
騒
然
と
し
た
状
況
に
対
し
て
、
朝
廷
は
伊

勢
や
石
清
水
・
宇
佐
八
幡
等
の
有
力
神
社
に
国
土
安
穏
の
告
文
を
奉
っ
て
祈
願
し
た
。

『
日
本
三
代
実
録
』
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
告
文
に
は
「
神
国
」
と
い
う
語
が
散
見

す
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
27
）。

　先
に
み
た
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
十
二
月
十
四
日
条
の
告

文
に
は
「
我
が
朝
の
神
国
と
畏
れ
憚
ら
れ
来
れ
る
故
実
を
澆
だ
し
失
ひ
賜
ふ
な
」
と

あ
り
「
神
国
」
と
い
う
語
が
す
で
に
登
場
し
て
い
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
こ
の
時
期
の
「
神
国
」
と
い
う
語
は
自
尊
的
呼
称
で
は
な
く
、
日
本

の
対
外
的
勢
威
を
強
調
す
る
際
に
の
み
、
特
別
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
だ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
こ
の
「
神
国
」
と
い
う
語
は
渤
海
や
蝦
夷
及
び
新
羅
に
対

し
て
使
わ
れ
、
唐
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
大
国
」
で
あ
る
中
国
に

対
し
て
使
う
こ
と
を
憚
り
、
自
国
よ
り
下
と
み
な
す
「
蕃
国
」
に
の
み
に
向
け
た
自

称
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
28
）。

　伊
藤
聡
氏
の
こ
の
見
解
は
的
を
射
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
の

際
に
は
新
羅
と
百
済
を
服
属
さ
せ
た
が
、
七
世
紀
に
は
唐
帝
国
が
成
立
し
、
半
島
に

影
響
力
を
行
使
す
る
ほ
ど
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
影
響
力
大
の
唐
に
対
す
る

時
に
は
「
神
国
」
と
い
う
語
は
使
わ
な
い
よ
う
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
お
い
て
も
「
神
国
」
の
語
が
登
場
す
る
こ
と
は
少
な

い
が
、『
宇
多
天
皇
御
記
』
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
十
月
十
九
日
条
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
10
】『
宇
多
天
皇
御
記
』
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
十
月
十
九
日
条
（
29
）

我
国
者
神
国
也
。
因
毎
朝
敬
二

—

拝
四
方
大
中
小
天
神
地
祇
一
。
敬
拝
之
事
始
自
レ

今
。
後
一
日
無
レ
怠
云
云
。

　こ
の
記
事
か
ら
は
日
本
は
「
神
国
」
で
あ
る
か
ら
、
敬
拝
を
怠
る
こ
と
は
し
な
い

と
い
う
宇
多
天
皇
の
認
識
が
読
み
取
れ
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
『
宇
多
天
皇
御
記
』
で
見
ら
れ
る
神
国
観
こ
そ
が
後
に
一
般
的
に
な

る
も
の
と
述
べ
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
「
神
国
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
増
え

て
来
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
30
）。

　十
一
世
紀
と
い
う
時
代
は
、
末
法
思
想
と
神
国
思
想
が
特
に
盛
り
上
が
っ
て
き
た

時
期
で
あ
り
、
末
世
・
末
代
の
終
末
論
的
思
想
が
一
番
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

時
期
に
、
日
本
が
神
の
国
で
あ
り
、
神
に
よ
っ
て
国
土
や
そ
の
他
諸
々
が
守
ら
れ
て

い
る
と
い
う
末
法
思
想
と
相
反
す
る
神
国
思
想
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
ま
っ

た
く
当
然
の
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
。

　そ
の
後
神
国
思
想
が
強
く
広
く
貴
族
層
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
鎌
倉

時
代
の
元
寇
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
の
研
究
者
が
す
で
に
指
摘
し

て
い
る
通
り
で
あ
る
（
31
）。

　元
寇
が
起
き
る
十
年
前
の
出
来
事
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
弘
長
三
年

（
一
二
六
三
）
に
鎌
倉
時
代
に
大
暴
風
雨
が
起
き
船
六
十
一
隻
遭
難
、
文
永
五
年

（
一
二
六
八
）
に
善
光
寺
が
焼
け
る
、
文
永
七
年
に
東
大
寺
が
焼
け
る
、
文
永
八
年
に

延
暦
寺
が
焼
け
る
、
文
永
十
年
に
陸
奥
国
会
津
地
震
な
ど
、
各
地
で
地
震
や
水
、
風

の
災
害
が
起
き
、
寺
が
焼
け
る
と
い
う
災
害
が
頻
繁
に
起
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

【
史
料
11
】『
八
幡
愚
童
訓
』
八
幡
童
子
訓
並
序
（
32
）

夫
人
界
ニ
来
ル
事
ハ
、
六
趣
ノ
中
勝
レ
タ
リ
。
神
国
ニ
生
ル
ヽ
事
ハ
、
四
州
ノ

間
ニ
越
タ
リ
。
天
修
鬼
畜
ノ
苦
楽
ヲ
感
ジ
タ
ラ
マ
シ
カ
バ
、
仏
法
値
遇
ノ
悦
有

4

仏
宗
の
何
た
る
か
を
知
っ
た
の
だ
と
し
、
法
然
・
親
鸞
等
の
鎌
倉
時
代
の
新
し
い
浄

土
門
が
目
指
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
辺
土
・
末
代
の
日
本
の
衆
生
救
済
は
専
修
の

念
仏
し
か
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
20
）。

　日
蓮
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
僧
は
末
法
思
想
、
末
世
・
末
代
と

粟
散
辺
土
観
を
結
び
付
け
、
こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
仏
法
に
出
会
え
る
こ
と

へ
の
奇
跡
性
に
希
望
を
持
つ
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
自
身
の
宗
教
の
信
者
を
肥
そ
う

と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
皆
言
う
こ
と
は
同
じ
な
の
で
、

日
蓮
が
そ
こ
に
百
王
思
想
を
加
え
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
（
21
）。

　こ
こ
ま
で
見
て
い
く
と
、
鎌
倉
時
代
の
粟
散
辺
土
観
が
貴
族
層
だ
け
で
は
な
く
、

彼
ら
鎌
倉
仏
教
者
た
ち
が
布
教
の
対
象
と
し
た
民
間
層
に
も
普
及
し
て
い
た
と
み
て

よ
い
と
私
は
考
え
る
。

　成
尊
が
後
三
条
天
皇
に
撰
進
し
た
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
で
は
、
粟
散
辺
土
観
が

辺
鄙
な
だ
け
で
は
な
く
、
遠
く
離
れ
た
日
本
な
ら
で
は
の
宗
教
的
な
展
開
が
あ
っ
た

事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
8
】『
真
言
付
法
纂
要
抄
』（
22
）

抑
於
二
瞻
部
州
八
万
四
千
聚
落
之
中
一
、
唯
陽
谷
内
、
盛
二
秘
密
教
一
事
、
見
二
上

文
一
。
昔
威
光
菩
薩
摩大
利日
支化
天身
即也
、
常
居
二
日
宮
一
、
除
二
阿
修
羅
王
難
一
。
今
遍
照
金

剛
鎮
住
二
日
域
一
、増
二
金
輪
聖
王
福
一
。
神
号
二
天
照
尊
一
、刹
名
二
大
日
本
国
一
乎
。

自
然
理
、
立
二
自
然
名
一
。
誠
職
レ
此
之
由
矣
。
是
故
南
天
鉄
塔
雖
レ
迮
、
全
包
二

法
界
心
殿
一
。
東
乗
陽
谷
雖
レ
鄙
、
皆
是
大
種
姓
人
。
明
知
、
大
日
如
来
加
持

力
之
所
レ
致
也
。
豈
凡
愚
所
レ
識
乎
。
今
正
仏
日
再
曜
、
専
仰
二
聖
運
一
焉
。

　こ
の
史
料
に
は
大
日
如
来
は
天
照
大
神
と
い
う
名
前
を
持
っ
て
お
り
、
更
に
そ
の

国
土
は
大
日
如
来
と
い
う
名
前
の
ゆ
か
り
で
あ
る
大
日
本
と
名
付
け
ら
れ
た
事
が
記

さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
史
料
か
ら
分
か
る
通
り
、
成
尊
は
自
分
た
ち
の
布
教
に
役
立
つ
よ
う
な
論
理

を
生
み
出
し
て
説
明
し
て
い
る
。
粟
散
辺
土
観
を
自
分
の
論
理
で
も
使
っ
て
お
り
、

粟
散
辺
土
観
を
前
提
に
、
単
に
辺
鄙
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
イ
ン
ド
か
ら
遠
く
離
れ

た
辺
土
で
あ
る
か
ら
こ
そ
優
れ
て
い
る
と
逆
転
の
論
理
を
説
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て

辺
鄙
だ
か
ら
こ
そ
大
日
如
来
が
お
り
、
天
皇
が
幸
せ
に
な
り
、
天
照
大
神
が
日
本
を

守
っ
て
い
る
か
ら
日
本
が
あ
る
、
と
日
本
を
貶
す
意
味
で
は
な
く
日
本
を
称
え
る
意

味
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

　伊
藤
聡
氏
は
、
こ
の
史
料
を
考
察
し
、
こ
こ
で
は
南
天
鉄
塔
（
23
）
と
日
本
を
対
比

し
つ
つ
、
本
朝
は
密
教
流
布
に
ふ
さ
わ
し
い
大
種
姓
の
国
民
な
の
だ
と
説
い
て
い
る
、

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
粟
散
辺
土
観
は
天
竺
（
世
界
の
中
心
）

か
ら
遠
く
離
れ
た
日
本
こ
そ
が
密
教
勝
応
の
地
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と

述
べ
て
い
る
（
24
）。

　伊
藤
聡
の
言
う
通
り
、
成
尊
は
粟
散
辺
土
観
に
よ
っ
て
自
国
を
辺
境
の
地
と
自
覚
す

る
よ
う
に
な
っ
た
事
を
払
拭
し
粟
散
辺
土
観
を
プ
ラ
ス
の
意
味
で
捉
え
直
す
た
め
に
、

天
竺
と
い
う
世
界
の
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
の
方
の
密
教
が
隆
盛
す
る
と
い
う
事
を

唱
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
真
言
宗
の
信
者
を
肥
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　神
国
思
想
が
盛
り
上
が
る
時
代
に
な
る
と
粟
散
辺
土
観
は
下
火
に
な
る
が
、
こ
の

意
識
は
そ
の
後
も
残
り
続
け
て
い
た
。

第
三
節

　
神
国
思
想

　次
い
で
神
国
思
想
を
取
り
扱
っ
て
い
き
た
い
。

　佐
藤
弘
夫
氏
は
、
神
国
思
想
と
い
う
も
の
は
、「
日
本
の
国
土
を
神
孫
が
君
臨
し

神
々
が
守
護
す
る
聖
地
と
し
て
丸
ご
と
肯
定
し
、
他
国
に
対
す
る
優
越
を
強
く
主
張

す
る
の
で
あ
る
」、
と
述
べ
て
い
る
（
25
）。
つ
ま
り
日
本
が
神
の
国
で
あ
る
と
い
う
国

土
意
識
と
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
神
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
守
ら
れ
て
い
る

と
い
う
思
想
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
初
見
は
次
の
『
日
本
三
代
実
録
』
で
あ
る
。

【
史
料
9
】『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
十
二
月
十
四
日
条
（
26
）

（
前
略
）
伝
聞
、
彼
新
羅
人
波
我
日
本
国
止
久
岐
世
時
与利
相
敵
美
来
多利
。
而
今
入
二
来

境
内
一天
、
奪
二
取
調
物
一
利天
、
無
二
懼
沮
之
気
一
。
量
二
其
意
況
一尓
、
兵
寇
之
萠
自
レ
此

而
生
加
。
我
朝
久
無
二
軍
旅
一久
専
忘
二
警
備
一
多利
。
兵
乱
之
事
尤
可
二
慎
恐
一
。
然
我

日
本
朝
波
所
謂
神
明
之
国
奈利
。
神
明
之
助
護
利
賜
波
、
何
乃
兵
寇
加
可
二
近
来
一岐
。
況

掛
毛
畏
岐
皇
大
神
波
、
我
朝
乃
大
祖
止
御
座
天
、
食
国
乃
天
下
乎
照
賜
比
護
賜
利
、
然
則

他
国
異
類
乃
加
レ
侮
致
レ
乱
倍岐
事
乎
、
何
曾
聞
食
天
、
驚
賜
比
拒
却
介
賜
波須
在
牟
。（
中

略
）
此
状
乎
平
介久
聞
食
天
、
仮
令
時
世
乃
禍
乱
天止
之
、
上
件
寇
賊
之
事
在
倍岐
物
奈止
利毛
、

掛
毛
畏
支
皇
大
神
国
内
乃
諸
神
達
乎毛
唱
導
岐
賜
比天
、
未
二
発
向
一
之
前
尓
沮
拒
排
却
賜
倍
。

268

（39） （38）



7

百王思想の発生とその後の展開

【
史
料
14
】『
愚
管
抄
』
巻
第
四
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
二
日
条
（
37
）

保
元
元
年
七
月
二
日
、
鳥
羽
院
ウ
セ
サ
セ
給
テ
後
、
日
本
国
ノ
乱
逆
ト
云
コ
ト

ハ
ヲ
コ
リ
テ
後
ム
サ
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ニ
ナ
リ
。

【
史
料
15
】『
愚
管
抄
』
巻
七
（
38
）

末
代
ザ
マ
ノ
君
ノ
、
ヒ
ト
ヘ
ニ
御
心
ニ
マ
カ
セ
テ
世
ヲ
オ
コ
ナ
ハ
セ
給
テ
事
イ

デ
キ
ナ
バ
、
百
王
マ
デ
ヲ
ダ
ニ
マ
チ
ツ
ケ
ズ
シ
テ
、
世
ノ
ミ
ダ
レ
ン
ズ
ル
也
。 

　右
に
見
る
よ
う
に
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
の
序
文
で
天
皇
が
百
代
目
に
な
る
ま
で
す

ぐ
そ
こ
に
迫
っ
て
い
る
と
危
機
感
を
募
ら
せ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
武
者
の
世
」
と
い

う
文
言
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
危
機
意
識
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　ま
た
『
愚
管
抄
』
巻
七
に
は
、
世
が
末
法
に
入
っ
た
事
が
い
く
つ
も
記
さ
れ
て
い

て
、「
百
王
が
残
り
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
る
」、「
日
本
の
運
が
尽
き
て
し
ま
っ

て
い
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
慈
円
が
百
王
思

想
に
縛
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
へ
の
裏
付
け
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　こ
こ
ま
で
百
王
思
想
を
ひ
き
だ
す
末
法
思
想
や
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
な
ど
の

思
想
に
つ
い
て
、
当
時
の
時
代
背
景
を
含
め
て
見
て
き
た
。
百
王
思
想
の
意
味
が
転
換

し
た
時
期
を
考
え
て
み
る
と
、
十
一
世
紀
頃
に
無
限
や
限
り
な
き
代
数
の
王
と
い
う
言

葉
の
意
味
か
ら
逆
転
し
、
有
限
数
の
王
を
意
味
す
る
言
葉
へ
と
転
換
し
た
こ
と
は
、
必

然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
末
法
思
想
が
盛
り
上
が
り
そ
こ
に
連
動
し
て
神
国
思
想
が
、

ま
た
加
え
て
百
王
思
想
も
有
限
数
の
意
味
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　今
見
た
よ
う
に
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
『
小
右
記
』
の
記
事
で
は
、
天
皇

が
百
代
に
至
る
ま
で
す
で
に
半
分
が
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
認
識
も
記
さ
れ
て
い
た
。

伊
藤
聡
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
後
の
公
家
の
日
記
に
も
「
百
王
」
と
い
う
語

が
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
39
）。

　こ
の
根
拠
か
ら
平
安
後
期
に
は
あ
る
程
度
こ
の
思
想
が
流
布
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
成
立
の
『
江
談
抄
』
の
説
話
に
も
『
野
馬
台
詩
』

と
い
う
予
言
書
に
触
れ
る
な
か
で
「
百
王
」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

【
史
料
16
】『
江
談
抄
』
第
三

　雑
事

　吉
備
入
唐
の
間
の
事
（
40
）

〔
梗
概
〕
遣
唐
使
の
吉
備
真
備
が
中
国
の
皇
帝
に
楼
閣
に
幽
閉
さ
れ
た
と
こ
ろ
、

鬼
が
現
れ
意
気
投
合
す
る
。
こ
の
鬼
は
吉
備
真
備
よ
り
先
に
幽
閉
さ
れ
、
王
か

ら
の
難
題
を
解
決
で
き
ず
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

吉
備
真
備
も
鬼
と
同
様
に
王
か
ら
難
題
を
出
さ
れ
る
が
、
鬼
に
助
け
て
貰
い
な

が
ら
、
文
選
の
解
読
・
囲
碁
の
勝
負
と
こ
な
し
て
い
く
中
、
最
後
に
『
野
馬
台
詩
』

の
解
読
を
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
『
野
馬
台
詩
』
は
そ
の
ま
ま
読
も
う
と
す

る
と
読
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
鬼
も
お
手
上
げ
で
吉
備
真
備
は

窮
地
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
日
本
の
方
を
向
き
神
仏
に
祈
願
を
す
る
と
、

祈
り
が
通
じ
、
天
井
か
ら
降
り
て
き
た
蜘
蛛
が
『
野
馬
台
詩
』
の
上
に
糸
を
引

い
て
歩
き
、
そ
の
糸
を
つ
た
っ
て
読
ん
で
い
く
と
見
事
に
読
め
た
と
い
う
。
そ

し
て
吉
備
真
備
の
お
か
げ
で
日
本
に
、文
選
・
囲
碁
・『
野
馬
台
詩
』が
伝
わ
っ
た
。

　私
は
こ
の
説
話
の
中
に
百
王
思
想
の
民
間
普
及
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
が
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
と
く
に
、
次
の
箇
所
は
重
要
で
あ
る
。

江
師
云
は
く
、「
こ
の
事
、
我
慥
か
に
委
し
く
は
書
に
見
る
事
な
し
と
い
へ
ど
も
、

故
孝
親
朝
臣
の
先
祖
よ
り
語
り
伝
へ
た
る
由
語
ら
れ
し
な
り
。
ま
た
そ
の
謂
れ

な
き
に
あ
ら
ず
。
太
略
粗
書
に
も
見
ゆ
る
と
こ
ろ
有
る
か
。
我
が
朝
の
高
名
は

た
だ
吉
備
大
臣
に
在
り
。
文
選
・
囲
碁
・
野
馬
台
は
こ
の
大
臣
の
徳
な
り
」
と
。

　こ
こ
に
は
吉
備
真
備
が
日
本
に
『
野
馬
台
詩
』
を
伝
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
『
野
馬
台
詩
』
に
つ
い
て
は
、『
江
談
抄
』
の
第
五
巻
「
源
中
将
師
時
亭
の

文
会
の
篤
昌
の
事
」
に
も
重
要
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
17
】『
江
談
抄
』
第
五

　源
中
将
師
時
亭
の
文
会
の
篤
昌
の
事
（
41
）

〔
梗
概
〕
源
中
将
の
文
会
で
の
篤
昌
の
詩
は
希
有
な
も
の
で
あ
り
座
の
人
々
の

評
価
も
当
然
だ
と
答
え
た
が
、
命
じ
た
人
は
英
雄
の
詞
を
称
し
て
い
た
と
指
摘

し
た
。
予
は
篤
昌
が
傍
若
無
人
で
あ
り
奇
怪
な
こ
と
だ
と
非
難
し
た
。
命
じ
た

人
は
英
雄
が
立
つ
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ
と
反
論
し
、
宝
志
の
野
馬
台
の
讖
を

紹
介
し
そ
の
中
に
「
猿
犬
英
雄
と
称
す
」
と
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
王

法
が
衰
微
し
て
憲
章
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
徴
で
あ
る
と
説
明
し

た
。
予
は
そ
の
讖
は
何
事
の
起
こ
り
な
の
か
と
尋
る
と
、
命
じ
た
人
は
ま
だ
知

6

ベ
カ
ラ
ズ
。
震
旦
印
度
ノ
依（
異
邦
カ
）報ニ
住
シ
タ
ラ
マ
シ
カ
バ
、
大
権
垂
跡
ノ
縁
ヲ
ム

ス
バ
ザ
ラ
マ
シ
。
今
此
秋
津
島
ハ
、
三
千
余
社
ノ
神
明
跡
ヲ
留
給
ヘ
ル
貴
国
ニ

シ
テ
、
大
小
権
実
ノ
聖
教
、
ア
マ
ネ
ク
ヒ
ロ
マ
ル
勝
地
也
。
所
住
ノ
土
ヲ
思
ヘ

バ
、
瓦
礫
荊
棘
ヲ
ア
ラ
タ
メ
ズ
。
自
然
相
応
ノ
大
日
本
国
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
坂
東

ノ
八
国
ハ
、
胎
蔵
界
ノ
八
葉
。
海
西
ノ
九
州
ハ
、
金
剛
界
ノ
九
会
。
陰
陽
主
掌

ノ
両
部
、
理
智
相
対
ノ
万
荼
也
。
能
居
ノ
人
ヲ
云
バ
、
伊
弉
諾
伊
弉
冉
ノ
後
胤

ト
シ
テ
、
本
地
法
身
如
来
ノ
余
□
ナ
ル
故
ニ
、
五
体
五
輪
ノ
塔
婆
ニ
シ
テ
、
三

葉
三
部
ノ
尊
形
也
。
善
悪
ノ
宿
因
ニ
ヨ
リ
テ
、
貴
賎
ノ
勝
劣
コ
ト
ナ
ソ
ト
云
ヘ

ド
モ
、
能
所
ノ
依
正
ヲ
知
イ
テ
云
ル
ニ
上
下
差
別
ナ
ク
、
自
性
ノ
薩
埵
法
然
ノ

浄
刹
ナ
レ
バ
、
以
不
行
ヲ
而
行
シ
、
以
不
到
ヲ
而
到
ル
。

　こ
の
史
料
に
は
、
中
国
や
イ
ン
ド
に
住
ん
で
い
る
な
ら
ば
釈
迦
の
化
身
と
縁
を
結

ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
、
し
か
し
秋
津
島
は
三
千
の
神
を
留
め
て
い
る
地
で
あ
り
、
苦

難
や
困
難
を
除
か
ず
に
済
む
、
と
い
う
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
史
料
を
見
る
よ
う
に
十
一
世
紀
頃
に
は
す
で
に
、「
神
国
」
と
い
う
語
が
中
国
・

イ
ン
ド
に
対
し
て
日
本
を
優
位
に
立
た
せ
る
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

や
は
り
神
国
思
想
の
盛
り
上
が
り
は
十
一
世
紀
頃
と
考
え
て
よ
い
と
私
は
考
え
る
。

第
二
章

　
百
王
思
想
と『
野
馬
台
詩
』

　第
一
章
で
確
認
し
た
史
料
の
分
析
か
ら
判
明
し
た
こ
と
は
、
末
法
思
想
と
の
み
粟

散
辺
土
観
は
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
国
思
想
と
も
関
係
す
る
と
い
う
事
で
あ

る
。
十
一
世
紀
以
降
末
法
の
世
・
末
世
・
末
代
と
い
う
意
識
の
共
有
で
盛
り
上
が
る

中
、
こ
の
よ
う
な
社
会
を
護
る
た
め
に
共
有
さ
れ
た
思
想
こ
そ
が
神
国
思
想
だ
っ
た
。

　そ
こ
に
プ
ラ
ス
し
て
登
場
し
た
思
想
こ
そ
が
百
王
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

大
森
志
郎
氏
は
、
百
王
思
想
は
八
幡
神
と
天
照
大
神
に
よ
る
王
権
擁
護
の
神
話
の
側

面
も
持
つ
と
述
べ
て
い
る
（
33
）。

　そ
の
思
想
の
存
在
を
具
体
的
に
確
認
で
き
る
の
が
『
小
右
記
』
の
長
元
四
年

（
一
〇
三
一
）
の
伊
勢
斎
王
託
宣
事
件
の
史
料
で
あ
る
（
34
）。

【
史
料
12
】『
小
右
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
八
月
四
日
条
（
35
）

又
神
事
遺
（
違
カ
）礼
、
幣
帛
疎
薄
、
不
二
レ
似
古
昔
一
、
不
レ
敬
レ
神
也
、
末
代
之
事
不
二
レ

可
深
咎
一
、
抑
光（
源
）清
運
二

—

出
官
舎
納
稲
一
放
火
焼
亡
、
又
殺
二

—

害
神
民
一
、
其
事

遅
々
無
二
レ
被
早
一

—

行
、
僅
及
二
第
三
ヶ
年
一
十
二
月
晦
夜
被
レ
配
二
光
清
一
、
公

家
懈
怠
也
、
奉
二

—

護
公
家
一
更
無
二
他
念
一
、
帝
王
与
吾
相
交
如
レ
糸
、
当
時
帝
王

無
二
敬
神
之
心
一
、
次
々
出
給
之
皇
亦
有（
不
カ
）勤
神
事
歟
、
降
誕
之
始
已
定
二
王
運
暦

数
一
、
然
而
復
有
二
其
間
事
一
、
延間
縮歟
、
百
王
之
運
已
及
二
過
半
一

　こ
の
記
事
に
は
、
公
家
の
懈
怠
や
当
時
の
帝
王
が
神
々
へ
敬
意
を
払
っ
て
い
な
い

こ
と
へ
の
天
照
大
神
の
不
満
が
記
さ
れ
て
い
て
、
か
つ
天
皇
の
百
代
目
ま
で
半
分
を

超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
天
皇
は
後
一
条
天
皇
で
あ
り

六
十
八
代
目
に
当
た
る
と
い
う
。
そ
し
て
末
法
の
世
も
二
十
年
後
に
迫
っ
て
い
た
。

　そ
の
後
に
保
元
の
乱
や
平
治
の
乱
、
平
家
滅
亡
、
承
久
の
乱
と
様
々
な
合
戦
や
政

治
的
動
乱
が
続
く
よ
う
に
な
り
、
意
味
が
転
換
し
た
百
王
思
想
の
様
に
天
皇
家
の
滅

亡
は
現
実
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
、
貴
族
層
は
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

特
に
慈
円
は
自
身
が
著
し
た
『
愚
管
抄
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
13
】『
愚
管
抄
』
巻
第
三
序
（
36
）

神
ノ
御
代
ハ
シ
ラ
ズ
、
人
代
ト
ナ
リ
テ
神
武
天
皇
ノ
御
後
、
百
王
ト
キ
コ
ユ
ル
、

ス
デ
ニ
ノ
コ
リ
ス
ク
ナ
ク
、
八
十
四
代
ニ
モ
成
ニ
ケ
ル
ナ
カ
ニ
、
保
元
ノ
乱
イ

デ
キ
テ
ノ
チ
ノ
コ
ト
モ
、
マ
タ
世
継
ガ
モ
ノ
ガ
タ
リ
ト
申
モ
ノ
モ
カ
キ
ツ
ギ
タ

ル
人
ナ
シ
。
少
々
ア
リ
ト
カ
ヤ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
レ
ド
モ
、
イ
マ
ダ
エ
ミ
侍
ラ
ズ
。

ソ
レ
ハ
ミ
ナ
タ
ヾ
ヨ
キ
事
ヲ
ノ
ミ
シ
ル
サ
ン
ト
テ
侍
レ
バ
、
保
元
以
降
ノ
コ
ト

ハ
ミ
ナ
乱
世
ニ
テ
侍
レ
バ
、
ワ
ロ
キ
事
ニ
テ
ノ
ミ
ア
ラ
ン
ズ
ル
ヲ
ハ
バ
カ
リ
テ
、

人
モ
申
ヲ
カ
ヌ
ニ
ヤ
ト
ヲ
ロ
カ
ニ
覚
テ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ニ
世
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
リ
オ

ト
ロ
ヘ
ク
ダ
ル
コ
ト
ハ
リ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ヲ
申
サ
バ
ヤ
ト
オ
モ
ヒ
テ
思
ヒ
ツ
ヾ
ク

レ
バ
、
マ
コ
ト
ニ
イ
ハ
レ
テ
ノ
ミ
覚
ユ
ル
ヲ
、
カ
ク
ハ
人
ノ
オ
モ
ハ
デ
、
道
理

ニ
ソ
ム
ク
心
ノ
ミ
ア
リ
テ
、
イ
ト
ヾ
世
モ
ミ
ダ
レ
ヲ
ダ
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
ニ
テ
ノ

ミ
侍
レ
バ
、
コ
レ
ヲ
思
ツ
ヾ
ク
ル
心
ヲ
モ
ヤ
ス
メ
ン
ト
思
テ
カ
キ
ツ
ケ
侍
也
。

267

百王思想の発生とその後の展開

（41） （40）



7

百王思想の発生とその後の展開

【
史
料
14
】『
愚
管
抄
』
巻
第
四
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
二
日
条
（
37
）

保
元
元
年
七
月
二
日
、
鳥
羽
院
ウ
セ
サ
セ
給
テ
後
、
日
本
国
ノ
乱
逆
ト
云
コ
ト

ハ
ヲ
コ
リ
テ
後
ム
サ
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ニ
ナ
リ
。

【
史
料
15
】『
愚
管
抄
』
巻
七
（
38
）

末
代
ザ
マ
ノ
君
ノ
、
ヒ
ト
ヘ
ニ
御
心
ニ
マ
カ
セ
テ
世
ヲ
オ
コ
ナ
ハ
セ
給
テ
事
イ

デ
キ
ナ
バ
、
百
王
マ
デ
ヲ
ダ
ニ
マ
チ
ツ
ケ
ズ
シ
テ
、
世
ノ
ミ
ダ
レ
ン
ズ
ル
也
。 

　右
に
見
る
よ
う
に
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
の
序
文
で
天
皇
が
百
代
目
に
な
る
ま
で
す

ぐ
そ
こ
に
迫
っ
て
い
る
と
危
機
感
を
募
ら
せ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
武
者
の
世
」
と
い

う
文
言
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
危
機
意
識
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　ま
た
『
愚
管
抄
』
巻
七
に
は
、
世
が
末
法
に
入
っ
た
事
が
い
く
つ
も
記
さ
れ
て
い

て
、「
百
王
が
残
り
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
る
」、「
日
本
の
運
が
尽
き
て
し
ま
っ

て
い
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
慈
円
が
百
王
思

想
に
縛
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
へ
の
裏
付
け
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　こ
こ
ま
で
百
王
思
想
を
ひ
き
だ
す
末
法
思
想
や
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
な
ど
の

思
想
に
つ
い
て
、
当
時
の
時
代
背
景
を
含
め
て
見
て
き
た
。
百
王
思
想
の
意
味
が
転
換

し
た
時
期
を
考
え
て
み
る
と
、
十
一
世
紀
頃
に
無
限
や
限
り
な
き
代
数
の
王
と
い
う
言

葉
の
意
味
か
ら
逆
転
し
、
有
限
数
の
王
を
意
味
す
る
言
葉
へ
と
転
換
し
た
こ
と
は
、
必

然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
末
法
思
想
が
盛
り
上
が
り
そ
こ
に
連
動
し
て
神
国
思
想
が
、

ま
た
加
え
て
百
王
思
想
も
有
限
数
の
意
味
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　今
見
た
よ
う
に
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
『
小
右
記
』
の
記
事
で
は
、
天
皇

が
百
代
に
至
る
ま
で
す
で
に
半
分
が
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
認
識
も
記
さ
れ
て
い
た
。

伊
藤
聡
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
後
の
公
家
の
日
記
に
も
「
百
王
」
と
い
う
語

が
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
39
）。

　こ
の
根
拠
か
ら
平
安
後
期
に
は
あ
る
程
度
こ
の
思
想
が
流
布
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
成
立
の
『
江
談
抄
』
の
説
話
に
も
『
野
馬
台
詩
』

と
い
う
予
言
書
に
触
れ
る
な
か
で
「
百
王
」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

【
史
料
16
】『
江
談
抄
』
第
三

　雑
事

　吉
備
入
唐
の
間
の
事
（
40
）

〔
梗
概
〕
遣
唐
使
の
吉
備
真
備
が
中
国
の
皇
帝
に
楼
閣
に
幽
閉
さ
れ
た
と
こ
ろ
、

鬼
が
現
れ
意
気
投
合
す
る
。
こ
の
鬼
は
吉
備
真
備
よ
り
先
に
幽
閉
さ
れ
、
王
か

ら
の
難
題
を
解
決
で
き
ず
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

吉
備
真
備
も
鬼
と
同
様
に
王
か
ら
難
題
を
出
さ
れ
る
が
、
鬼
に
助
け
て
貰
い
な

が
ら
、
文
選
の
解
読
・
囲
碁
の
勝
負
と
こ
な
し
て
い
く
中
、
最
後
に
『
野
馬
台
詩
』

の
解
読
を
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
『
野
馬
台
詩
』
は
そ
の
ま
ま
読
も
う
と
す

る
と
読
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
鬼
も
お
手
上
げ
で
吉
備
真
備
は

窮
地
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
日
本
の
方
を
向
き
神
仏
に
祈
願
を
す
る
と
、

祈
り
が
通
じ
、
天
井
か
ら
降
り
て
き
た
蜘
蛛
が
『
野
馬
台
詩
』
の
上
に
糸
を
引

い
て
歩
き
、
そ
の
糸
を
つ
た
っ
て
読
ん
で
い
く
と
見
事
に
読
め
た
と
い
う
。
そ

し
て
吉
備
真
備
の
お
か
げ
で
日
本
に
、文
選
・
囲
碁
・『
野
馬
台
詩
』が
伝
わ
っ
た
。

　私
は
こ
の
説
話
の
中
に
百
王
思
想
の
民
間
普
及
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
が
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
と
く
に
、
次
の
箇
所
は
重
要
で
あ
る
。

江
師
云
は
く
、「
こ
の
事
、
我
慥
か
に
委
し
く
は
書
に
見
る
事
な
し
と
い
へ
ど
も
、

故
孝
親
朝
臣
の
先
祖
よ
り
語
り
伝
へ
た
る
由
語
ら
れ
し
な
り
。
ま
た
そ
の
謂
れ

な
き
に
あ
ら
ず
。
太
略
粗
書
に
も
見
ゆ
る
と
こ
ろ
有
る
か
。
我
が
朝
の
高
名
は

た
だ
吉
備
大
臣
に
在
り
。
文
選
・
囲
碁
・
野
馬
台
は
こ
の
大
臣
の
徳
な
り
」
と
。

　こ
こ
に
は
吉
備
真
備
が
日
本
に
『
野
馬
台
詩
』
を
伝
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
『
野
馬
台
詩
』
に
つ
い
て
は
、『
江
談
抄
』
の
第
五
巻
「
源
中
将
師
時
亭
の

文
会
の
篤
昌
の
事
」
に
も
重
要
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
17
】『
江
談
抄
』
第
五

　源
中
将
師
時
亭
の
文
会
の
篤
昌
の
事
（
41
）

〔
梗
概
〕
源
中
将
の
文
会
で
の
篤
昌
の
詩
は
希
有
な
も
の
で
あ
り
座
の
人
々
の

評
価
も
当
然
だ
と
答
え
た
が
、
命
じ
た
人
は
英
雄
の
詞
を
称
し
て
い
た
と
指
摘

し
た
。
予
は
篤
昌
が
傍
若
無
人
で
あ
り
奇
怪
な
こ
と
だ
と
非
難
し
た
。
命
じ
た

人
は
英
雄
が
立
つ
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ
と
反
論
し
、
宝
志
の
野
馬
台
の
讖
を

紹
介
し
そ
の
中
に
「
猿
犬
英
雄
と
称
す
」
と
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
王

法
が
衰
微
し
て
憲
章
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
徴
で
あ
る
と
説
明
し

た
。
予
は
そ
の
讖
は
何
事
の
起
こ
り
な
の
か
と
尋
る
と
、
命
じ
た
人
は
ま
だ
知

6

ベ
カ
ラ
ズ
。
震
旦
印
度
ノ
依（
異
邦
カ
）報ニ
住
シ
タ
ラ
マ
シ
カ
バ
、
大
権
垂
跡
ノ
縁
ヲ
ム

ス
バ
ザ
ラ
マ
シ
。
今
此
秋
津
島
ハ
、
三
千
余
社
ノ
神
明
跡
ヲ
留
給
ヘ
ル
貴
国
ニ

シ
テ
、
大
小
権
実
ノ
聖
教
、
ア
マ
ネ
ク
ヒ
ロ
マ
ル
勝
地
也
。
所
住
ノ
土
ヲ
思
ヘ

バ
、
瓦
礫
荊
棘
ヲ
ア
ラ
タ
メ
ズ
。
自
然
相
応
ノ
大
日
本
国
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
坂
東

ノ
八
国
ハ
、
胎
蔵
界
ノ
八
葉
。
海
西
ノ
九
州
ハ
、
金
剛
界
ノ
九
会
。
陰
陽
主
掌

ノ
両
部
、
理
智
相
対
ノ
万
荼
也
。
能
居
ノ
人
ヲ
云
バ
、
伊
弉
諾
伊
弉
冉
ノ
後
胤

ト
シ
テ
、
本
地
法
身
如
来
ノ
余
□
ナ
ル
故
ニ
、
五
体
五
輪
ノ
塔
婆
ニ
シ
テ
、
三

葉
三
部
ノ
尊
形
也
。
善
悪
ノ
宿
因
ニ
ヨ
リ
テ
、
貴
賎
ノ
勝
劣
コ
ト
ナ
ソ
ト
云
ヘ

ド
モ
、
能
所
ノ
依
正
ヲ
知
イ
テ
云
ル
ニ
上
下
差
別
ナ
ク
、
自
性
ノ
薩
埵
法
然
ノ

浄
刹
ナ
レ
バ
、
以
不
行
ヲ
而
行
シ
、
以
不
到
ヲ
而
到
ル
。

　こ
の
史
料
に
は
、
中
国
や
イ
ン
ド
に
住
ん
で
い
る
な
ら
ば
釈
迦
の
化
身
と
縁
を
結

ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
、
し
か
し
秋
津
島
は
三
千
の
神
を
留
め
て
い
る
地
で
あ
り
、
苦

難
や
困
難
を
除
か
ず
に
済
む
、
と
い
う
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
史
料
を
見
る
よ
う
に
十
一
世
紀
頃
に
は
す
で
に
、「
神
国
」
と
い
う
語
が
中
国
・

イ
ン
ド
に
対
し
て
日
本
を
優
位
に
立
た
せ
る
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

や
は
り
神
国
思
想
の
盛
り
上
が
り
は
十
一
世
紀
頃
と
考
え
て
よ
い
と
私
は
考
え
る
。

第
二
章

　
百
王
思
想
と『
野
馬
台
詩
』

　第
一
章
で
確
認
し
た
史
料
の
分
析
か
ら
判
明
し
た
こ
と
は
、
末
法
思
想
と
の
み
粟

散
辺
土
観
は
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
国
思
想
と
も
関
係
す
る
と
い
う
事
で
あ

る
。
十
一
世
紀
以
降
末
法
の
世
・
末
世
・
末
代
と
い
う
意
識
の
共
有
で
盛
り
上
が
る

中
、
こ
の
よ
う
な
社
会
を
護
る
た
め
に
共
有
さ
れ
た
思
想
こ
そ
が
神
国
思
想
だ
っ
た
。

　そ
こ
に
プ
ラ
ス
し
て
登
場
し
た
思
想
こ
そ
が
百
王
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

大
森
志
郎
氏
は
、
百
王
思
想
は
八
幡
神
と
天
照
大
神
に
よ
る
王
権
擁
護
の
神
話
の
側

面
も
持
つ
と
述
べ
て
い
る
（
33
）。

　そ
の
思
想
の
存
在
を
具
体
的
に
確
認
で
き
る
の
が
『
小
右
記
』
の
長
元
四
年

（
一
〇
三
一
）
の
伊
勢
斎
王
託
宣
事
件
の
史
料
で
あ
る
（
34
）。

【
史
料
12
】『
小
右
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
八
月
四
日
条
（
35
）

又
神
事
遺
（
違
カ
）礼
、
幣
帛
疎
薄
、
不
二
レ
似
古
昔
一
、
不
レ
敬
レ
神
也
、
末
代
之
事
不
二
レ

可
深
咎
一
、
抑
光（
源
）清
運
二

—

出
官
舎
納
稲
一
放
火
焼
亡
、
又
殺
二

—

害
神
民
一
、
其
事

遅
々
無
二
レ
被
早
一

—

行
、
僅
及
二
第
三
ヶ
年
一
十
二
月
晦
夜
被
レ
配
二
光
清
一
、
公

家
懈
怠
也
、
奉
二

—

護
公
家
一
更
無
二
他
念
一
、
帝
王
与
吾
相
交
如
レ
糸
、
当
時
帝
王

無
二
敬
神
之
心
一
、
次
々
出
給
之
皇
亦
有（
不
カ
）勤
神
事
歟
、
降
誕
之
始
已
定
二
王
運
暦

数
一
、
然
而
復
有
二
其
間
事
一
、
延間
縮歟
、
百
王
之
運
已
及
二
過
半
一

　こ
の
記
事
に
は
、
公
家
の
懈
怠
や
当
時
の
帝
王
が
神
々
へ
敬
意
を
払
っ
て
い
な
い

こ
と
へ
の
天
照
大
神
の
不
満
が
記
さ
れ
て
い
て
、
か
つ
天
皇
の
百
代
目
ま
で
半
分
を

超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
天
皇
は
後
一
条
天
皇
で
あ
り

六
十
八
代
目
に
当
た
る
と
い
う
。
そ
し
て
末
法
の
世
も
二
十
年
後
に
迫
っ
て
い
た
。

　そ
の
後
に
保
元
の
乱
や
平
治
の
乱
、
平
家
滅
亡
、
承
久
の
乱
と
様
々
な
合
戦
や
政

治
的
動
乱
が
続
く
よ
う
に
な
り
、
意
味
が
転
換
し
た
百
王
思
想
の
様
に
天
皇
家
の
滅

亡
は
現
実
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
、
貴
族
層
は
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

特
に
慈
円
は
自
身
が
著
し
た
『
愚
管
抄
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
13
】『
愚
管
抄
』
巻
第
三
序
（
36
）

神
ノ
御
代
ハ
シ
ラ
ズ
、
人
代
ト
ナ
リ
テ
神
武
天
皇
ノ
御
後
、
百
王
ト
キ
コ
ユ
ル
、

ス
デ
ニ
ノ
コ
リ
ス
ク
ナ
ク
、
八
十
四
代
ニ
モ
成
ニ
ケ
ル
ナ
カ
ニ
、
保
元
ノ
乱
イ

デ
キ
テ
ノ
チ
ノ
コ
ト
モ
、
マ
タ
世
継
ガ
モ
ノ
ガ
タ
リ
ト
申
モ
ノ
モ
カ
キ
ツ
ギ
タ

ル
人
ナ
シ
。
少
々
ア
リ
ト
カ
ヤ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
レ
ド
モ
、
イ
マ
ダ
エ
ミ
侍
ラ
ズ
。

ソ
レ
ハ
ミ
ナ
タ
ヾ
ヨ
キ
事
ヲ
ノ
ミ
シ
ル
サ
ン
ト
テ
侍
レ
バ
、
保
元
以
降
ノ
コ
ト

ハ
ミ
ナ
乱
世
ニ
テ
侍
レ
バ
、
ワ
ロ
キ
事
ニ
テ
ノ
ミ
ア
ラ
ン
ズ
ル
ヲ
ハ
バ
カ
リ
テ
、

人
モ
申
ヲ
カ
ヌ
ニ
ヤ
ト
ヲ
ロ
カ
ニ
覚
テ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ニ
世
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
リ
オ

ト
ロ
ヘ
ク
ダ
ル
コ
ト
ハ
リ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ヲ
申
サ
バ
ヤ
ト
オ
モ
ヒ
テ
思
ヒ
ツ
ヾ
ク

レ
バ
、
マ
コ
ト
ニ
イ
ハ
レ
テ
ノ
ミ
覚
ユ
ル
ヲ
、
カ
ク
ハ
人
ノ
オ
モ
ハ
デ
、
道
理

ニ
ソ
ム
ク
心
ノ
ミ
ア
リ
テ
、
イ
ト
ヾ
世
モ
ミ
ダ
レ
ヲ
ダ
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
ニ
テ
ノ

ミ
侍
レ
バ
、
コ
レ
ヲ
思
ツ
ヾ
ク
ル
心
ヲ
モ
ヤ
ス
メ
ン
ト
思
テ
カ
キ
ツ
ケ
侍
也
。

266

（41） （40）
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百王思想の発生とその後の展開

一
条
天
皇
で
あ
り
、
こ
の
記
事
の
認
識
で
は
、
天
皇
の
代
数
が
、
百
代
目
ま
で
す
で

に
半
分
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
46
）。

　長
元
四
年
ま
で
に
大
き
な
戦
が
起
き
て
い
る
か
見
て
み
る
と
、
豪
族
や
有
力
農
民

が
勢
力
拡
大
の
た
め
に
武
装
し
、
さ
ら
に
は
武
士
団
を
つ
く
る
事
が
あ
っ
た
。
武
士

団
は
国
司
な
ど
の
旧
勢
力
に
反
抗
し
、
遂
に
は
承
平
・
天
慶
の
乱
な
ど
が
起
き
た
。

ま
さ
に
『
愚
管
抄
』
成
立
の
前
段
階
か
ら
朝
廷
を
脅
か
す
よ
う
な
事
件
は
起
き
て
い
た
。

　こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
が
あ
っ
た
た
め
に
、
す
で
に
人
々
に
広
ま
っ
て
い
た
百
王

思
想
が
よ
り
深
く
浸
透
す
る
こ
と
に
な
る
。

　北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
と
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
は
、
百
王
思
想
の
展
開

を
理
解
す
る
上
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
こ
の
二
人
の
百
王
思
想
に
対
す
る
考
え
方

は
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
を
よ
り
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。
北
畠
親
房
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
『
神
皇
正
統
記
』
を
綴
っ
た
の
か
、
ま

た
慈
円
が
『
愚
管
抄
』
を
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
綴
っ
て
い
っ
た
の
か
、
全
く

立
場
が
異
な
る
両
者
の
百
王
思
想
に
対
す
る
考
え
方
が
見
え
て
来
る
と
私
は
考
え
る
。

　時
系
列
の
順
で
説
明
す
る
な
ら
、
慈
円
が
先
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
百
王
」

と
い
う
語
の
捉
え
方
が
、
元
の
意
味
に
近
い
北
畠
親
房
の
方
か
ら
説
明
し
て
い
く
。

　北
畠
親
房
は
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
の
南
朝
の
公
卿
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の

側
近
の
一
人
で
あ
り
、
南
朝
を
実
質
的
に
指
揮
し
て
い
た
。

　林
屋
辰
三
郎
氏
は
、
北
畠
親
房
の
思
想
の
中
に
伊
勢
神
道
の
考
え
方
が
強
く
影
響

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
林
屋
氏
は
こ
れ
以
前
に
あ
っ
た
仏
教
的
な
歴

史
観
が
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
し
、『
神
皇
正
統
記
』

は
広
く
天
下
の
一
般
の
た
め
に
自
分
の
信
じ
て
い
る
も
の
を
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
47
）。

　北
畠
親
房
が
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、『
神
皇
正
統
記
』

の
巻
一
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
18
】『
神
皇
正
統
記
』
巻
一
神
武
（
48
）

又
百
王
マ
シ
マ
ス
ベ
シ
ト
申
メ
ル
。
十
々
ノ
百
ニ
ハ
非
ル
ベ
シ
。
窮
ナ
キ
ヲ
百

ト
モ
云
リ
。
百
官
百
姓
ナ
ド
云
ニ
テ
シ
ル
ベ
キ
也
。
昔
、
皇
祖
天
照
太
神
天
孫

ノ
尊
ニ
御
コ
ト
ノ
リ
セ
シ
ニ
、「
宝
祚
之
隆
当
下
与
二
天
壌
一
無
中
窮
上
。」
ト
ア
リ
。

天
地
モ
昔
〔
ニ
〕
カ
ハ
ラ
ズ
。
日
月
モ
光
ヲ
ア
ラ
タ
メ
ズ
。
況
ヤ
三
種
ノ
神
器

世
ニ
現
在
シ
給
ヘ
リ
。
キ
ハ
マ
リ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
我
国
ヲ
伝
ル
宝
祚
也
。

ア
フ
ギ
テ
タ
（
ツ
）
ト
ビ
タ
テ
マ
ツ
ル
ベ
キ
ハ
日
嗣
ヲ
ウ
ケ
給
ス
ベ
ラ
ギ
ニ
ナ

ン
ヲ
（
オ
）
ハ
シ
マ
ス
。

　こ
こ
で
北
畠
親
房
は
「
百
官
」「
百
姓
」
な
ど
の
「
百
」
は
無
限
の
数
の
意
味
と
し
、

さ
ら
に
天
壌
無
窮
の
神
勅
（
49
）
を
引
用
し
無
窮
の
皇
位
継
承
が
な
さ
れ
る
と
考
え
て

い
る
。
従
っ
て
末
法
説
や
限
定
数
で
の
百
王
思
想
は
誤
り
で
あ
り
、
こ
の
国
の
歴
史

は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
展
開
し
て
い
く
と
説
い
て
い
る
。

　北
畠
親
房
は
有
限
の
代
数
を
意
味
す
る
百
王
思
想
を
打
破
す
る
た
め
に
『
神
皇
正

統
記
』
の
中
で
天
壌
無
窮
の
神
勅
を
引
用
し
、「
百
王
」
を
無
限
数
の
意
味
に
正
そ

う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
本
来
の
「
百
王
」
と
い
う
語
が
誤
っ
た
状
態
で

流
布
さ
れ
て
い
く
の
は
、
武
家
社
会
や
貴
族
層
含
む
人
々
を
巻
き
込
み
世
が
荒
れ
て

し
ま
う
と
考
え
た
た
め
、
自
身
で
著
し
た
『
神
皇
正
統
記
』
で
、
南
朝
を
中
心
と
す

る
世
が
正
し
い
世
で
あ
る
、
と
し
て
戻
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　し
か
し
、
こ
れ
よ
り
前
段
階
の
『
愚
管
抄
』
の
著
者
の
慈
円
は
、
北
畠
親
房
と
真

逆
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
簡
単
に
慈
円
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　慈
円
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
天
台
宗
の
僧
で
天
台
座
主
を
四
度

つ
と
め
、『
愚
管
抄
』
の
著
者
で
あ
る
。
大
隅
和
雄
氏
に
よ
る
と
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』

は
単
純
な
歴
史
書
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
歴
史
の
世
界
へ
参
入
し
、
世
の

移
り
変
わ
り
を
追
体
験
し
よ
う
と
し
た
書
物
で
あ
る
と
す
る
。

　第
二
章
で
も
見
た
通
り
、
慈
円
が
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、『
愚

管
抄
』
の
巻
三
序
文
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
。

【
史
料
19
】『
愚
管
抄
』
巻
第
三
序
（
50
）

神
ノ
御
代
ハ
シ
ラ
ズ
、
人
代
ト
ナ
リ
テ
神
武
天
皇
ノ
御
後
、
百
王
ト
キ
コ
ユ
ル
、

ス
デ
ニ
ノ
コ
リ
ス
ク
ナ
ク
、
八
十
四
代
ニ
モ
成
ニ
ケ
ル
ナ
カ
ニ
、
保
元
ノ
乱
イ

デ
キ
テ
ノ
チ
ノ
コ
ト
モ
、
マ
タ
世
継
ガ
モ
ノ
ガ
タ
リ
ト
申
モ
ノ
モ
カ
キ
ツ
ギ
タ

ル
人
ナ
シ
。
少
々
ア
リ
ト
カ
ヤ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
レ
ド
モ
、
イ
マ
ダ
エ
ミ
侍
ラ
ズ
。

ソ
レ
ハ
ミ
ナ
タ
ヾ
ヨ
キ
事
ヲ
ノ
ミ
シ
ル
サ
ン
ト
テ
侍
レ
バ
、
保
元
以
降
ノ
コ
ト

ハ
ミ
ナ
乱
世
ニ
テ
侍
レ
バ
、
ワ
ロ
キ
事
ニ
テ
ノ
ミ
ア
ラ
ン
ズ
ル
ヲ
ハ
バ
カ
リ
テ
、

8

ら
さ
れ
て
い
な
い
の
か
と
問
い
返
し
た
。
予
は
知
ら
な
い
と
答
え
る
と
、
命
じ

た
人
は
そ
の
讖
は
中
国
の
衰
相
を
寄
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

日
本
に
渡
っ
て
き
た
と
説
明
し
た
（
42
）。

　こ
こ
で
は
、「
件
の
讖
は
こ
れ
わ
が
日
本
の
衰
相
を
寄
せ
て
候
ふ
な
り
。
よ
り
て

将
来
し
て
、讖
書
と
号
く
る
な
り
。
よ
り
て
た
め
に
日
本
国
を
野
馬
台
と
云
ふ
な
り
。

ま
た
本
朝
に
渡
る
に
由
緒
有
る
事
な
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
野
馬

台
詩
』
に
日
本
が
衰
亡
し
て
い
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
と
し
、
ま
た
未
来
の
予
言

を
し
た
書
物
で
あ
る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
王
統
は
皆
尽
き
て
し
ま
う
と
も

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
「
百
王
」
な
ど
の
終
末
論
的

思
想
は
十
一
世
紀
頃
普
及
し
て
い
く
。『
江
談
抄
』
成
立
時
期
に
は
す
で
に
浸
透
し

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　な
お『
江
談
抄
』の
説
話
中
に
登
場
す
る『
野
馬
台
詩
』は『
野
馬
台
詩
経
典
余
師
』

と
し
て
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
て
い
る
（
43
）。
そ
れ
が
図
①
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　こ
れ
に
よ
る
と
『
野
馬
台
詩
』
は
、
画
面
中
央
付
近
の
東
か
ら
読
み
始
め
線
を

辿
っ
て
行
き
、
最
終
的
に
東
の
左
隣
に
あ
る
空
で
読
み
終
え
る
と
い
う
難
解
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
本
文
中
の
「
百
王
流
畢
竭
猿
犬
称
英
雄
」（
歴
代
の
王
は
尽
く
流

れ
つ
き
て
犬
や
猿
の
よ
う
な
者
で
さ
え
英
雄
と
し
て
称
え
ら
れ
る
）
と
い
う
一
文
が

終
末
論
的
な
意
味
合
い
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

　小
峯
和
明
氏
は
『
野
馬
台
詩
』
に
つ
い
て
、『
野
馬
台
詩
』
は
日
本
の
歴
史
を
見

通
し
た
未
来
記
で
あ
り
、終
末
か
ら
再
生
へ
の
願
い
を
込
め
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
、

と
述
べ
て
い
る
（
45
）。

　こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
当
時
の
貴
族
た
ち
は
す
で
に
末
法
思
想
に
よ
っ
て
恐
怖
を
感

じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
追
い
う
ち
を
か
け
る
よ
う
に
百
王
思
想
が
登
場
し
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
保
元
の
乱
や
平
治
の
乱
、
平
家
滅
亡
、
承
久
の
乱
と
様
々
な
合
戦

や
政
治
的
動
乱
が
続
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
王
思
想
が
十
一
世
紀
に
は
貴
族
層
含

む
人
々
に
流
布
さ
れ
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

第
三
章

　
『
神
皇
正
統
記
』と『
愚
管
抄
』に
見
る
百
王
思
想
の
比
較

　こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
百
王
」
の
語
が
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
時
に
は
、

本
来
無
限
や
限
り
な
き
代
数
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
十
一
世
紀
頃
に
有
限
数
を

意
味
す
る
言
葉
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
末
法
思
想
が
盛
ん
に
な
る
と
そ
れ
に
連
動

し
て
神
国
思
想
と
い
う
意
識
が
共
有
さ
れ
、
百
王
思
想
と
い
う
天
皇
家
が
百
代
目
で

尽
き
る
と
い
う
思
想
が
現
れ
始
め
た
。

　こ
の
思
想
に
は
流
行
の
波
が
あ
り
、
大
き
な
戦
な
ど
が
そ
の
流
行
に
影
響
を
与
え

た
可
能
性
が
あ
る
。

　ま
た
十
一
世
紀
以
後
も
、
同
じ
意
味
で
一
貫
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
わ
け
で
は

な
い
。
天
台
宗
の
僧
で
あ
っ
た
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
に
て
百
王
思
想
を
王
朝
の
危
機

と
し
て
捉
え
、
南
朝
の
公
卿
で
あ
っ
た
北
畠
親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
に
て
百
王
思

想
を
否
定
し
て
い
た
。

　こ
の
第
三
章
で
は
慈
円
と
北
畠
親
房
の
百
王
思
想
の
捉
え
方
と
、
ど
の
層
に
向
け

て
自
分
の
思
い
を
流
布
し
た
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
当
時

の
人
々
に
対
す
る
百
王
思
想
へ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　第
二
章
で
み
た
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
伊
勢
斎
王
の
託
宣
で
は
、
天
皇
の
代

数
が
す
で
に
半
分
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
天
皇
は
後

図①　『野馬台詩余師』
弘化三年（一八四六）錦彩堂刊

（
44
）
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一
条
天
皇
で
あ
り
、
こ
の
記
事
の
認
識
で
は
、
天
皇
の
代
数
が
、
百
代
目
ま
で
す
で

に
半
分
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
46
）。

　長
元
四
年
ま
で
に
大
き
な
戦
が
起
き
て
い
る
か
見
て
み
る
と
、
豪
族
や
有
力
農
民

が
勢
力
拡
大
の
た
め
に
武
装
し
、
さ
ら
に
は
武
士
団
を
つ
く
る
事
が
あ
っ
た
。
武
士

団
は
国
司
な
ど
の
旧
勢
力
に
反
抗
し
、
遂
に
は
承
平
・
天
慶
の
乱
な
ど
が
起
き
た
。

ま
さ
に
『
愚
管
抄
』
成
立
の
前
段
階
か
ら
朝
廷
を
脅
か
す
よ
う
な
事
件
は
起
き
て
い
た
。

　こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
が
あ
っ
た
た
め
に
、
す
で
に
人
々
に
広
ま
っ
て
い
た
百
王

思
想
が
よ
り
深
く
浸
透
す
る
こ
と
に
な
る
。

　北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
と
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
は
、
百
王
思
想
の
展
開

を
理
解
す
る
上
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
こ
の
二
人
の
百
王
思
想
に
対
す
る
考
え
方

は
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
を
よ
り
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。
北
畠
親
房
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
『
神
皇
正
統
記
』
を
綴
っ
た
の
か
、
ま

た
慈
円
が
『
愚
管
抄
』
を
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
綴
っ
て
い
っ
た
の
か
、
全
く

立
場
が
異
な
る
両
者
の
百
王
思
想
に
対
す
る
考
え
方
が
見
え
て
来
る
と
私
は
考
え
る
。

　時
系
列
の
順
で
説
明
す
る
な
ら
、
慈
円
が
先
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
百
王
」

と
い
う
語
の
捉
え
方
が
、
元
の
意
味
に
近
い
北
畠
親
房
の
方
か
ら
説
明
し
て
い
く
。

　北
畠
親
房
は
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
の
南
朝
の
公
卿
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の

側
近
の
一
人
で
あ
り
、
南
朝
を
実
質
的
に
指
揮
し
て
い
た
。

　林
屋
辰
三
郎
氏
は
、
北
畠
親
房
の
思
想
の
中
に
伊
勢
神
道
の
考
え
方
が
強
く
影
響

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
林
屋
氏
は
こ
れ
以
前
に
あ
っ
た
仏
教
的
な
歴

史
観
が
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
し
、『
神
皇
正
統
記
』

は
広
く
天
下
の
一
般
の
た
め
に
自
分
の
信
じ
て
い
る
も
の
を
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
47
）。

　北
畠
親
房
が
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、『
神
皇
正
統
記
』

の
巻
一
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
18
】『
神
皇
正
統
記
』
巻
一
神
武
（
48
）

又
百
王
マ
シ
マ
ス
ベ
シ
ト
申
メ
ル
。
十
々
ノ
百
ニ
ハ
非
ル
ベ
シ
。
窮
ナ
キ
ヲ
百

ト
モ
云
リ
。
百
官
百
姓
ナ
ド
云
ニ
テ
シ
ル
ベ
キ
也
。
昔
、
皇
祖
天
照
太
神
天
孫

ノ
尊
ニ
御
コ
ト
ノ
リ
セ
シ
ニ
、「
宝
祚
之
隆
当
下
与
二
天
壌
一
無
中
窮
上
。」
ト
ア
リ
。

天
地
モ
昔
〔
ニ
〕
カ
ハ
ラ
ズ
。
日
月
モ
光
ヲ
ア
ラ
タ
メ
ズ
。
況
ヤ
三
種
ノ
神
器

世
ニ
現
在
シ
給
ヘ
リ
。
キ
ハ
マ
リ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
我
国
ヲ
伝
ル
宝
祚
也
。

ア
フ
ギ
テ
タ
（
ツ
）
ト
ビ
タ
テ
マ
ツ
ル
ベ
キ
ハ
日
嗣
ヲ
ウ
ケ
給
ス
ベ
ラ
ギ
ニ
ナ

ン
ヲ
（
オ
）
ハ
シ
マ
ス
。

　こ
こ
で
北
畠
親
房
は
「
百
官
」「
百
姓
」
な
ど
の
「
百
」
は
無
限
の
数
の
意
味
と
し
、

さ
ら
に
天
壌
無
窮
の
神
勅
（
49
）
を
引
用
し
無
窮
の
皇
位
継
承
が
な
さ
れ
る
と
考
え
て

い
る
。
従
っ
て
末
法
説
や
限
定
数
で
の
百
王
思
想
は
誤
り
で
あ
り
、
こ
の
国
の
歴
史

は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
展
開
し
て
い
く
と
説
い
て
い
る
。

　北
畠
親
房
は
有
限
の
代
数
を
意
味
す
る
百
王
思
想
を
打
破
す
る
た
め
に
『
神
皇
正

統
記
』
の
中
で
天
壌
無
窮
の
神
勅
を
引
用
し
、「
百
王
」
を
無
限
数
の
意
味
に
正
そ

う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
本
来
の
「
百
王
」
と
い
う
語
が
誤
っ
た
状
態
で

流
布
さ
れ
て
い
く
の
は
、
武
家
社
会
や
貴
族
層
含
む
人
々
を
巻
き
込
み
世
が
荒
れ
て

し
ま
う
と
考
え
た
た
め
、
自
身
で
著
し
た
『
神
皇
正
統
記
』
で
、
南
朝
を
中
心
と
す

る
世
が
正
し
い
世
で
あ
る
、
と
し
て
戻
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　し
か
し
、
こ
れ
よ
り
前
段
階
の
『
愚
管
抄
』
の
著
者
の
慈
円
は
、
北
畠
親
房
と
真

逆
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
簡
単
に
慈
円
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　慈
円
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
天
台
宗
の
僧
で
天
台
座
主
を
四
度

つ
と
め
、『
愚
管
抄
』
の
著
者
で
あ
る
。
大
隅
和
雄
氏
に
よ
る
と
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』

は
単
純
な
歴
史
書
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
歴
史
の
世
界
へ
参
入
し
、
世
の

移
り
変
わ
り
を
追
体
験
し
よ
う
と
し
た
書
物
で
あ
る
と
す
る
。

　第
二
章
で
も
見
た
通
り
、
慈
円
が
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、『
愚

管
抄
』
の
巻
三
序
文
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
。

【
史
料
19
】『
愚
管
抄
』
巻
第
三
序
（
50
）

神
ノ
御
代
ハ
シ
ラ
ズ
、
人
代
ト
ナ
リ
テ
神
武
天
皇
ノ
御
後
、
百
王
ト
キ
コ
ユ
ル
、

ス
デ
ニ
ノ
コ
リ
ス
ク
ナ
ク
、
八
十
四
代
ニ
モ
成
ニ
ケ
ル
ナ
カ
ニ
、
保
元
ノ
乱
イ

デ
キ
テ
ノ
チ
ノ
コ
ト
モ
、
マ
タ
世
継
ガ
モ
ノ
ガ
タ
リ
ト
申
モ
ノ
モ
カ
キ
ツ
ギ
タ

ル
人
ナ
シ
。
少
々
ア
リ
ト
カ
ヤ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
レ
ド
モ
、
イ
マ
ダ
エ
ミ
侍
ラ
ズ
。

ソ
レ
ハ
ミ
ナ
タ
ヾ
ヨ
キ
事
ヲ
ノ
ミ
シ
ル
サ
ン
ト
テ
侍
レ
バ
、
保
元
以
降
ノ
コ
ト

ハ
ミ
ナ
乱
世
ニ
テ
侍
レ
バ
、
ワ
ロ
キ
事
ニ
テ
ノ
ミ
ア
ラ
ン
ズ
ル
ヲ
ハ
バ
カ
リ
テ
、

8

ら
さ
れ
て
い
な
い
の
か
と
問
い
返
し
た
。
予
は
知
ら
な
い
と
答
え
る
と
、
命
じ

た
人
は
そ
の
讖
は
中
国
の
衰
相
を
寄
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

日
本
に
渡
っ
て
き
た
と
説
明
し
た
（
42
）。

　こ
こ
で
は
、「
件
の
讖
は
こ
れ
わ
が
日
本
の
衰
相
を
寄
せ
て
候
ふ
な
り
。
よ
り
て

将
来
し
て
、讖
書
と
号
く
る
な
り
。
よ
り
て
た
め
に
日
本
国
を
野
馬
台
と
云
ふ
な
り
。

ま
た
本
朝
に
渡
る
に
由
緒
有
る
事
な
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
野
馬

台
詩
』
に
日
本
が
衰
亡
し
て
い
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
と
し
、
ま
た
未
来
の
予
言

を
し
た
書
物
で
あ
る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
王
統
は
皆
尽
き
て
し
ま
う
と
も

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
「
百
王
」
な
ど
の
終
末
論
的

思
想
は
十
一
世
紀
頃
普
及
し
て
い
く
。『
江
談
抄
』
成
立
時
期
に
は
す
で
に
浸
透
し

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　な
お『
江
談
抄
』の
説
話
中
に
登
場
す
る『
野
馬
台
詩
』は『
野
馬
台
詩
経
典
余
師
』

と
し
て
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
て
い
る
（
43
）。
そ
れ
が
図
①
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　こ
れ
に
よ
る
と
『
野
馬
台
詩
』
は
、
画
面
中
央
付
近
の
東
か
ら
読
み
始
め
線
を

辿
っ
て
行
き
、
最
終
的
に
東
の
左
隣
に
あ
る
空
で
読
み
終
え
る
と
い
う
難
解
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
本
文
中
の
「
百
王
流
畢
竭
猿
犬
称
英
雄
」（
歴
代
の
王
は
尽
く
流

れ
つ
き
て
犬
や
猿
の
よ
う
な
者
で
さ
え
英
雄
と
し
て
称
え
ら
れ
る
）
と
い
う
一
文
が

終
末
論
的
な
意
味
合
い
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

　小
峯
和
明
氏
は
『
野
馬
台
詩
』
に
つ
い
て
、『
野
馬
台
詩
』
は
日
本
の
歴
史
を
見

通
し
た
未
来
記
で
あ
り
、終
末
か
ら
再
生
へ
の
願
い
を
込
め
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
、

と
述
べ
て
い
る
（
45
）。

　こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
当
時
の
貴
族
た
ち
は
す
で
に
末
法
思
想
に
よ
っ
て
恐
怖
を
感

じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
追
い
う
ち
を
か
け
る
よ
う
に
百
王
思
想
が
登
場
し
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
保
元
の
乱
や
平
治
の
乱
、
平
家
滅
亡
、
承
久
の
乱
と
様
々
な
合
戦

や
政
治
的
動
乱
が
続
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
王
思
想
が
十
一
世
紀
に
は
貴
族
層
含

む
人
々
に
流
布
さ
れ
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

第
三
章

　
『
神
皇
正
統
記
』と『
愚
管
抄
』に
見
る
百
王
思
想
の
比
較

　こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
百
王
」
の
語
が
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
時
に
は
、

本
来
無
限
や
限
り
な
き
代
数
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
十
一
世
紀
頃
に
有
限
数
を

意
味
す
る
言
葉
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
末
法
思
想
が
盛
ん
に
な
る
と
そ
れ
に
連
動

し
て
神
国
思
想
と
い
う
意
識
が
共
有
さ
れ
、
百
王
思
想
と
い
う
天
皇
家
が
百
代
目
で

尽
き
る
と
い
う
思
想
が
現
れ
始
め
た
。

　こ
の
思
想
に
は
流
行
の
波
が
あ
り
、
大
き
な
戦
な
ど
が
そ
の
流
行
に
影
響
を
与
え

た
可
能
性
が
あ
る
。

　ま
た
十
一
世
紀
以
後
も
、
同
じ
意
味
で
一
貫
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
わ
け
で
は

な
い
。
天
台
宗
の
僧
で
あ
っ
た
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
に
て
百
王
思
想
を
王
朝
の
危
機

と
し
て
捉
え
、
南
朝
の
公
卿
で
あ
っ
た
北
畠
親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
に
て
百
王
思

想
を
否
定
し
て
い
た
。

　こ
の
第
三
章
で
は
慈
円
と
北
畠
親
房
の
百
王
思
想
の
捉
え
方
と
、
ど
の
層
に
向
け

て
自
分
の
思
い
を
流
布
し
た
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
当
時

の
人
々
に
対
す
る
百
王
思
想
へ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　第
二
章
で
み
た
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
伊
勢
斎
王
の
託
宣
で
は
、
天
皇
の
代

数
が
す
で
に
半
分
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
天
皇
は
後

図①　『野馬台詩余師』
弘化三年（一八四六）錦彩堂刊

（
44
）

264

（43） （42）
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百王思想の発生とその後の展開

翌
年
に
こ
の
保
元
の
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　慈
円
は
同
時
代
の
矛
盾
は
す
べ
て
保
元
の
乱
に
起
因
す
る
よ
う
に
考
え
て
い
た

が
、
そ
れ
だ
け
に
は
留
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
動
乱
も
含
め
て
書
き
綴
っ
て
い
る
。

　こ
れ
に
加
え
、『
愚
管
抄
』
巻
七
に
は
「
マ
コ
ト
ニ
ハ
、
末
代
悪
世
、
武
士
ガ
世

ニ
ナ
リ
ハ
テ
ヽ
末
法
ニ
モ
イ
リ
ニ
タ
レ
バ
（
中
略
）
タ
ヾ
心
ニ
マ
カ
セ
テ
ン
ト
、
ヒ

シ
ト
案
ジ
タ
リ
ト
今
ハ
ミ
ユ
メ
リ
。
サ
テ
コ
レ
ラ
ノ
ヒ
ガ
事
ノ
ツ
モ
リ
テ
大
乱
ニ
ナ

リ
テ
、
コ
ノ
世
ハ
我
モ
人
モ
ホ
ロ
ビ
ハ
テ
ナ
ン
ズ
ラ
ン
。」
と
記
し
て
お
り
、
他
に

も
「
百
王
マ
デ
ヲ
ダ
ニ
マ
チ
ツ
ケ
ズ
シ
テ
、世
ノ
ミ
ダ
レ
ン
ズ
ル
也
。」
な
ど
と
綴
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
慈
円
は
保
元
の
乱
を
起
点
と
し
て
、
時
代
を
通
覧
し
終

末
論
的
考
え
を
深
く
心
に
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

結

　
論

　本
稿
で
は
第
一
章
で
百
王
思
想
の
発
生
ま
で
の
他
思
想
の
展
開
を
、
第
二
章
で
百

王
思
想
と
末
法
思
想
、
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
の
相
互
関
係
と
転
換
し
た
時
期
の
検

討
を
、
第
三
章
で
慈
円
と
北
畠
親
房
の
二
人
が
「
百
王
思
想
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
た
か
に
つ
い
て
主
に
『
愚
管
抄
』
と
『
神
皇
正
統
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
比

較
し
考
察
し
て
き
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
事
で
あ
る
。

　第
一
章
・
二
章
で
は
百
王
思
想
が
い
つ
頃
発
生
し
た
か
に
つ
い
て
末
法
思
想
、
粟
散

辺
土
観
、
神
国
思
想
及
び
そ
の
当
時
の
時
代
背
景
も
含
め
て
考
察
し
た
が
、
十
一
世
紀

頃
に
百
王
思
想
が
発
生
し
始
め
た
と
み
て
よ
い
と
結
論
付
け
た
。
末
法
思
想
、
粟
散
辺

土
観
、
神
国
思
想
ど
の
要
素
も
百
王
思
想
と
関
係
が
深
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
末

法
思
想
・
神
国
思
想
と
関
係
が
深
か
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
末
法
思
想
が
民
間
に
流
布

す
る
時
に
は
、
す
で
に
無
限
数
の
百
王
思
想
で
は
な
く
有
限
数
の
百
王
思
想
と
し
て
流

布
し
て
い
た
。
神
国
思
想
は
末
法
思
想
や
粟
散
辺
土
観
打
破
の
た
め
に
登
場
し
て
き
た

思
想
で
あ
り
、
神
国
思
想
と
連
動
し
て
登
場
し
て
き
た
思
想
こ
そ
が
百
王
思
想
で
あ
る
。

百
王
思
想
は
十
一
世
紀
頃
に
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
説
明
し
た
が
、
こ
の
「
百
王
」

と
い
う
語
が
具
体
的
に
確
認
で
き
る
史
料
が
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
『
小
右
記
』

の
記
事
で
あ
り
、
こ
の
時
す
で
に
有
限
数
の
百
王
思
想
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。『
江
談
抄
』の
説
話
の
中
で
は「
百
王
」が
未
来
の
予
言
を
し
た
書
物
で
あ
る『
野

馬
台
詩
』
に
よ
っ
て
流
布
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
『
野
馬
台
詩
』
の
中
の
「
百
王
流
畢

竭
猿
犬
称
英
雄
」
の
一
文
が
終
末
論
的
な
意
味
合
い
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。『
野
馬

台
詩
』
は
こ
の
時
期
す
で
に
比
較
的
広
い
階
層
に
読
ま
れ
、
十
一
世
紀
頃
に
は
貴
族
層

か
ら
民
衆
に
百
王
思
想
が
流
布
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
後
に
政
治

的
動
乱
が
続
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
王
思
想
が
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の

あ
る
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

　第
三
章
で
は
慈
円
と
北
畠
親
房
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て『
愚
管
抄
』と『
神

皇
正
統
記
』
を
綴
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
。
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
で
は
「
顕
」

や
「
冥
」
の
考
え
方
を
共
有
出
来
て
い
る
人
々
に
の
み
を
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
は
宗
教
的
な
考
え
方
に
捕
わ
れ
ず
、
南
朝
の
天

皇
を
正
当
付
け
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
百
王
思
想
に
対
し
て
の
認
識
に
違
い
が
出
た

と
結
論
付
け
た
。
北
畠
親
房
が
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
は
『
神
皇

正
統
記
』
の
序
文
を
見
れ
ば
分
か
る
が
、
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
の
序
文
に
見
る
よ
う

に
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
、
終
末
論
的
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
事
や
「
武
者
ノ
世
」
に

な
っ
た
と
記
し
て
い
る
事
か
ら
「
顕
」
や
「
冥
」
の
考
え
方
を
持
つ
貴
族
層
の
み
に

対
し
て
発
信
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　私
が
本
稿
で
論
じ
残
し
た
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
一
点
目
は
『
江
談
抄
』
の
説
話

が
読
ん
で
い
た
社
会
階
層
を
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
点
、
二
点
目
は
百
王

思
想
が
流
行
し
た
山
場
や
ま
ば
に
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
き
て
い
た
の
か
詳
細
に

調
べ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

　こ
れ
に
対
す
る
予
見
と
し
て
貴
族
層
や
一
般
民
衆
な
ど
、
ど
の
社
会
階
層
に
『
江

談
抄
』
が
読
ま
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
野
馬
台
詩
』
や
百
王
思
想

な
ど
の
終
末
論
的
思
想
が
ど
こ
ま
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
の
か
、
よ
り
詳
細
な
結

果
を
出
せ
て
い
た
と
私
は
考
え
る
。

　ま
た
百
王
思
想
が
流
行
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
起
き
て
い
た
出
来
事
を
調
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
八
幡
や
伊
勢
な
ど
の
神
々
が
天
皇
家
を
守
護
す
る
と
い
う
思
想
が
、
い

つ
頃
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
か
つ
人
々
の
何
割
が
信
じ
た
か
な
ど
の
百
王
思
想
の
影

響
力
の
詳
細
な
結
果
を
出
せ
た
と
私
は
考
え
る
。
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人
モ
申
ヲ
カ
ヌ
ニ
ヤ
ト
ヲ
ロ
カ
ニ
覚
テ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ニ
世
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
リ
オ

ト
ロ
ヘ
ク
ダ
ル
コ
ト
ハ
リ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ヲ
申
サ
バ
ヤ
ト
オ
モ
ヒ
テ
思
ヒ
ツ
ヾ
ク

レ
バ
、
マ
コ
ト
ニ
イ
ハ
レ
テ
ノ
ミ
覚
ユ
ル
ヲ
、
カ
ク
ハ
人
ノ
オ
モ
ハ
デ
、
道
理

ニ
ソ
ム
ク
心
ノ
ミ
ア
リ
テ
、
イ
ト
ヾ
世
モ
ミ
ダ
レ
ヲ
ダ
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
ニ
テ
ノ

ミ
侍
レ
バ
、
コ
レ
ヲ
思
ツ
ヾ
ク
ル
心
ヲ
モ
ヤ
ス
メ
ン
ト
思
テ
カ
キ
ツ
ケ
侍
也
。

　こ
の
序
文
か
ら
見
る
に
慈
円
は
終
末
論
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
て
、
百
王
思
想
を

終
末
論
的
な
風
に
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
私
が
こ
の
序
文
の
中
で
も
重
要

だ
と
思
っ
て
い
る
箇
所
が
「
神
ノ
御
代
ハ
シ
ラ
ズ
、
人
代
ト
ナ
リ
テ
神
武
天
皇
ノ
御

後
、
百
王
ト
キ
コ
ユ
ル
、
ス
デ
ニ
ノ
コ
リ
ス
ク
ナ
ク
、
八
十
四
代
ニ
モ
成
ニ
ケ
ル
」

と
い
う
部
分
で
あ
る
。

　こ
こ
か
ら
天
皇
の
代
数
が
残
り
少
な
い
事
に
反
応
し
つ
つ
、
特
に
保
元
の
乱
が
世

の
乱
れ
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
百
王
思
想
に
縛

ら
れ
て
い
た
事
と
百
王
思
想
が
当
時
の
人
々
に
は
説
得
力
の
あ
る
思
想
で
あ
っ
た
事

も
分
か
る
。

　石
田
一
良
氏
の
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
慈
円
の
末
世
、
末
法
の
考
え
方
を
見
て
い
く

と
、
慈
円
は
釈
迦
入
滅
後
の
一
千
年
間
は
正
法
、
そ
の
後
の
教
・
行
だ
け
が
あ
る

一
千
年
間
を
像
法
、
そ
の
後
の
一
万
年
間
の
教
の
み
が
あ
り
、
滅
亡
し
て
し
ま
う
時

代
を
末
法
と
考
え
、
慈
円
は
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
の
入
末
法
説
を
信
じ
て
い
た

と
い
う
（
51
）。
ま
た
石
田
氏
は
『
愚
管
抄
』
の
中
で
は
末
法
と
い
う
語
は
一
か
所
し

か
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、「
歌
集
」「
願
文
」
の
類
に
は
末
法
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
。

【
史
料
20
】『
愚
管
抄
』
巻
七
（
52
）

マ
コ
ト
ニ
ハ
、
末
代
悪
世
、
武
士
ガ
世
ニ
ナ
リ
ハ
テ
ヽ
末
法
ニ
モ
イ
リ
ニ
タ
レ

バ
（
中
略
）
コ
レ
ラ
ノ
ヒ
ガ
事
ノ
ツ
モ
リ
テ
大
乱
ニ
ナ
リ
テ
、
コ
ノ
世
ハ
我
モ

人
モ
ホ
ロ
ビ
ハ
テ
ナ
ン
ズ
ラ
ン
。

　大
森
志
郎
氏
や
原
田
隆
吉
氏
は
「
末
法
」
と
い
う
語
が
こ
の
史
料
の
一
か
所
し
か

な
い
事
か
ら
、
慈
円
が
末
法
思
想
を
も
た
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
53
）。

　だ
が
そ
う
で
は
な
く
慈
円
は
末
法
思
想
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
次
の
和
歌

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

【
史
料
21
】『
拾
玉
集
巻
第
三
』
四
季
述
懐
各
十
首
（『
慈
円
全
集
』
所
収
）（
54
）

神
も
い
か
に
心
に
そ
め
て
照
し
け
む
御
法
の
後
の
言
の
葉
の
色

返
し
に

法
の
末
を
今
こ
そ
神
も
照
す
ら
め
君
か
そ
へ
つ
る
言
の
葉
を
見
て

　こ
の
和
歌
の
詞
書
を
参
照
す
る
と
、
当
時
三
十
八
歳
の
慈
円
が
建
久
三
年

（
一
一
九
二
）
の
九
月
に
住
吉
社
に
赴
き
、
美
し
い
景
色
の
中
で
住
吉
の
語
が
入
っ

た
歌
百
首
を
読
み
、
神
に
供
え
た
。
そ
し
て
こ
の
百
首
は
神
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
一
首
目
は
藤
原
俊
成
の
歌
で
、
住
吉
社
に
供
え
ら
れ
た
百
首
を
見
て
詠
っ

た
歌
で
あ
る
。
二
首
目
の
歌
は
一
首
目
の
歌
に
対
す
る
慈
円
の
返
歌
で
あ
る
。
法
の

末
と
い
う
の
は
末
法
の
事
で
あ
る
。

　ま
た
慈
円
は
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
十
二
月
の
願
文
に
も
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

【
史
料
22
】『
慈
円
全
集
』
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
十
二
月

　願
文
（
部
分
）（
55
）

百
王
之
残
十
五
代
末
法
之
始
百
余
年
、

　慈
円
が
末
法
思
想
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
「
百

王
」
の
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
だ
ろ
う
。

　慈
円
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
事
と
な
っ
た
主
な
要
因
と
思
わ
れ
る
事
件
が
、
保
元

の
乱
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

【
史
料
23
】『
愚
管
抄
』
巻
第
四

　保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
二
日
条
（
56
）

保
元
元
年
七
月
二
日
、
鳥
羽
院
ウ
セ
サ
セ
給
テ
後
、
日
本
国
ノ
乱
逆
ト
云
コ
ト

ハ
ヲ
コ
リ
テ
後
ム
サ
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ナ
リ
。

　こ
の
史
料
に
は
、
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
に
鳥
羽
院
が
亡
く
な
っ
た
後
に
反
乱

と
い
う
べ
き
事
件
が
起
こ
り
以
後
、
武
者
の
世
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

保
元
元
年
に
起
こ
っ
た
事
件
と
い
う
と
保
元
の
乱
で
あ
り
、
実
際
慈
円
が
生
ま
れ
た

263
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（45） （44）
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翌
年
に
こ
の
保
元
の
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　慈
円
は
同
時
代
の
矛
盾
は
す
べ
て
保
元
の
乱
に
起
因
す
る
よ
う
に
考
え
て
い
た

が
、
そ
れ
だ
け
に
は
留
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
動
乱
も
含
め
て
書
き
綴
っ
て
い
る
。

　こ
れ
に
加
え
、『
愚
管
抄
』
巻
七
に
は
「
マ
コ
ト
ニ
ハ
、
末
代
悪
世
、
武
士
ガ
世

ニ
ナ
リ
ハ
テ
ヽ
末
法
ニ
モ
イ
リ
ニ
タ
レ
バ
（
中
略
）
タ
ヾ
心
ニ
マ
カ
セ
テ
ン
ト
、
ヒ

シ
ト
案
ジ
タ
リ
ト
今
ハ
ミ
ユ
メ
リ
。
サ
テ
コ
レ
ラ
ノ
ヒ
ガ
事
ノ
ツ
モ
リ
テ
大
乱
ニ
ナ

リ
テ
、
コ
ノ
世
ハ
我
モ
人
モ
ホ
ロ
ビ
ハ
テ
ナ
ン
ズ
ラ
ン
。」
と
記
し
て
お
り
、
他
に

も
「
百
王
マ
デ
ヲ
ダ
ニ
マ
チ
ツ
ケ
ズ
シ
テ
、世
ノ
ミ
ダ
レ
ン
ズ
ル
也
。」
な
ど
と
綴
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
慈
円
は
保
元
の
乱
を
起
点
と
し
て
、
時
代
を
通
覧
し
終

末
論
的
考
え
を
深
く
心
に
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

結

　
論

　本
稿
で
は
第
一
章
で
百
王
思
想
の
発
生
ま
で
の
他
思
想
の
展
開
を
、
第
二
章
で
百

王
思
想
と
末
法
思
想
、
粟
散
辺
土
観
、
神
国
思
想
の
相
互
関
係
と
転
換
し
た
時
期
の
検

討
を
、
第
三
章
で
慈
円
と
北
畠
親
房
の
二
人
が
「
百
王
思
想
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
た
か
に
つ
い
て
主
に
『
愚
管
抄
』
と
『
神
皇
正
統
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
比

較
し
考
察
し
て
き
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
事
で
あ
る
。

　第
一
章
・
二
章
で
は
百
王
思
想
が
い
つ
頃
発
生
し
た
か
に
つ
い
て
末
法
思
想
、
粟
散

辺
土
観
、
神
国
思
想
及
び
そ
の
当
時
の
時
代
背
景
も
含
め
て
考
察
し
た
が
、
十
一
世
紀

頃
に
百
王
思
想
が
発
生
し
始
め
た
と
み
て
よ
い
と
結
論
付
け
た
。
末
法
思
想
、
粟
散
辺

土
観
、
神
国
思
想
ど
の
要
素
も
百
王
思
想
と
関
係
が
深
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
末

法
思
想
・
神
国
思
想
と
関
係
が
深
か
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
末
法
思
想
が
民
間
に
流
布

す
る
時
に
は
、
す
で
に
無
限
数
の
百
王
思
想
で
は
な
く
有
限
数
の
百
王
思
想
と
し
て
流

布
し
て
い
た
。
神
国
思
想
は
末
法
思
想
や
粟
散
辺
土
観
打
破
の
た
め
に
登
場
し
て
き
た

思
想
で
あ
り
、
神
国
思
想
と
連
動
し
て
登
場
し
て
き
た
思
想
こ
そ
が
百
王
思
想
で
あ
る
。

百
王
思
想
は
十
一
世
紀
頃
に
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
説
明
し
た
が
、
こ
の
「
百
王
」

と
い
う
語
が
具
体
的
に
確
認
で
き
る
史
料
が
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
『
小
右
記
』

の
記
事
で
あ
り
、
こ
の
時
す
で
に
有
限
数
の
百
王
思
想
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。『
江
談
抄
』の
説
話
の
中
で
は「
百
王
」が
未
来
の
予
言
を
し
た
書
物
で
あ
る『
野

馬
台
詩
』
に
よ
っ
て
流
布
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
『
野
馬
台
詩
』
の
中
の
「
百
王
流
畢

竭
猿
犬
称
英
雄
」
の
一
文
が
終
末
論
的
な
意
味
合
い
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。『
野
馬

台
詩
』
は
こ
の
時
期
す
で
に
比
較
的
広
い
階
層
に
読
ま
れ
、
十
一
世
紀
頃
に
は
貴
族
層

か
ら
民
衆
に
百
王
思
想
が
流
布
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
後
に
政
治

的
動
乱
が
続
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
王
思
想
が
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の

あ
る
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

　第
三
章
で
は
慈
円
と
北
畠
親
房
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て『
愚
管
抄
』と『
神

皇
正
統
記
』
を
綴
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
。
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
で
は
「
顕
」

や
「
冥
」
の
考
え
方
を
共
有
出
来
て
い
る
人
々
に
の
み
を
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
は
宗
教
的
な
考
え
方
に
捕
わ
れ
ず
、
南
朝
の
天

皇
を
正
当
付
け
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
百
王
思
想
に
対
し
て
の
認
識
に
違
い
が
出
た

と
結
論
付
け
た
。
北
畠
親
房
が
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
は
『
神
皇

正
統
記
』
の
序
文
を
見
れ
ば
分
か
る
が
、
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
の
序
文
に
見
る
よ
う

に
百
王
思
想
に
縛
ら
れ
、
終
末
論
的
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
事
や
「
武
者
ノ
世
」
に

な
っ
た
と
記
し
て
い
る
事
か
ら
「
顕
」
や
「
冥
」
の
考
え
方
を
持
つ
貴
族
層
の
み
に

対
し
て
発
信
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　私
が
本
稿
で
論
じ
残
し
た
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
一
点
目
は
『
江
談
抄
』
の
説
話

が
読
ん
で
い
た
社
会
階
層
を
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
点
、
二
点
目
は
百
王

思
想
が
流
行
し
た
山
場
や
ま
ば
に
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
き
て
い
た
の
か
詳
細
に

調
べ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

　こ
れ
に
対
す
る
予
見
と
し
て
貴
族
層
や
一
般
民
衆
な
ど
、
ど
の
社
会
階
層
に
『
江

談
抄
』
が
読
ま
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
野
馬
台
詩
』
や
百
王
思
想

な
ど
の
終
末
論
的
思
想
が
ど
こ
ま
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
の
か
、
よ
り
詳
細
な
結

果
を
出
せ
て
い
た
と
私
は
考
え
る
。

　ま
た
百
王
思
想
が
流
行
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
起
き
て
い
た
出
来
事
を
調
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
八
幡
や
伊
勢
な
ど
の
神
々
が
天
皇
家
を
守
護
す
る
と
い
う
思
想
が
、
い

つ
頃
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
か
つ
人
々
の
何
割
が
信
じ
た
か
な
ど
の
百
王
思
想
の
影

響
力
の
詳
細
な
結
果
を
出
せ
た
と
私
は
考
え
る
。
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人
モ
申
ヲ
カ
ヌ
ニ
ヤ
ト
ヲ
ロ
カ
ニ
覚
テ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ニ
世
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
リ
オ

ト
ロ
ヘ
ク
ダ
ル
コ
ト
ハ
リ
、
ヒ
ト
ス
ヂ
ヲ
申
サ
バ
ヤ
ト
オ
モ
ヒ
テ
思
ヒ
ツ
ヾ
ク

レ
バ
、
マ
コ
ト
ニ
イ
ハ
レ
テ
ノ
ミ
覚
ユ
ル
ヲ
、
カ
ク
ハ
人
ノ
オ
モ
ハ
デ
、
道
理

ニ
ソ
ム
ク
心
ノ
ミ
ア
リ
テ
、
イ
ト
ヾ
世
モ
ミ
ダ
レ
ヲ
ダ
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
ニ
テ
ノ

ミ
侍
レ
バ
、
コ
レ
ヲ
思
ツ
ヾ
ク
ル
心
ヲ
モ
ヤ
ス
メ
ン
ト
思
テ
カ
キ
ツ
ケ
侍
也
。

　こ
の
序
文
か
ら
見
る
に
慈
円
は
終
末
論
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
て
、
百
王
思
想
を

終
末
論
的
な
風
に
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
私
が
こ
の
序
文
の
中
で
も
重
要

だ
と
思
っ
て
い
る
箇
所
が
「
神
ノ
御
代
ハ
シ
ラ
ズ
、
人
代
ト
ナ
リ
テ
神
武
天
皇
ノ
御

後
、
百
王
ト
キ
コ
ユ
ル
、
ス
デ
ニ
ノ
コ
リ
ス
ク
ナ
ク
、
八
十
四
代
ニ
モ
成
ニ
ケ
ル
」

と
い
う
部
分
で
あ
る
。

　こ
こ
か
ら
天
皇
の
代
数
が
残
り
少
な
い
事
に
反
応
し
つ
つ
、
特
に
保
元
の
乱
が
世

の
乱
れ
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
百
王
思
想
に
縛

ら
れ
て
い
た
事
と
百
王
思
想
が
当
時
の
人
々
に
は
説
得
力
の
あ
る
思
想
で
あ
っ
た
事

も
分
か
る
。

　石
田
一
良
氏
の
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
慈
円
の
末
世
、
末
法
の
考
え
方
を
見
て
い
く

と
、
慈
円
は
釈
迦
入
滅
後
の
一
千
年
間
は
正
法
、
そ
の
後
の
教
・
行
だ
け
が
あ
る

一
千
年
間
を
像
法
、
そ
の
後
の
一
万
年
間
の
教
の
み
が
あ
り
、
滅
亡
し
て
し
ま
う
時

代
を
末
法
と
考
え
、
慈
円
は
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
の
入
末
法
説
を
信
じ
て
い
た

と
い
う
（
51
）。
ま
た
石
田
氏
は
『
愚
管
抄
』
の
中
で
は
末
法
と
い
う
語
は
一
か
所
し

か
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、「
歌
集
」「
願
文
」
の
類
に
は
末
法
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
。

【
史
料
20
】『
愚
管
抄
』
巻
七
（
52
）

マ
コ
ト
ニ
ハ
、
末
代
悪
世
、
武
士
ガ
世
ニ
ナ
リ
ハ
テ
ヽ
末
法
ニ
モ
イ
リ
ニ
タ
レ

バ
（
中
略
）
コ
レ
ラ
ノ
ヒ
ガ
事
ノ
ツ
モ
リ
テ
大
乱
ニ
ナ
リ
テ
、
コ
ノ
世
ハ
我
モ

人
モ
ホ
ロ
ビ
ハ
テ
ナ
ン
ズ
ラ
ン
。

　大
森
志
郎
氏
や
原
田
隆
吉
氏
は
「
末
法
」
と
い
う
語
が
こ
の
史
料
の
一
か
所
し
か

な
い
事
か
ら
、
慈
円
が
末
法
思
想
を
も
た
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
53
）。

　だ
が
そ
う
で
は
な
く
慈
円
は
末
法
思
想
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
次
の
和
歌

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

【
史
料
21
】『
拾
玉
集
巻
第
三
』
四
季
述
懐
各
十
首
（『
慈
円
全
集
』
所
収
）（
54
）

神
も
い
か
に
心
に
そ
め
て
照
し
け
む
御
法
の
後
の
言
の
葉
の
色

返
し
に

法
の
末
を
今
こ
そ
神
も
照
す
ら
め
君
か
そ
へ
つ
る
言
の
葉
を
見
て

　こ
の
和
歌
の
詞
書
を
参
照
す
る
と
、
当
時
三
十
八
歳
の
慈
円
が
建
久
三
年

（
一
一
九
二
）
の
九
月
に
住
吉
社
に
赴
き
、
美
し
い
景
色
の
中
で
住
吉
の
語
が
入
っ

た
歌
百
首
を
読
み
、
神
に
供
え
た
。
そ
し
て
こ
の
百
首
は
神
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
一
首
目
は
藤
原
俊
成
の
歌
で
、
住
吉
社
に
供
え
ら
れ
た
百
首
を
見
て
詠
っ

た
歌
で
あ
る
。
二
首
目
の
歌
は
一
首
目
の
歌
に
対
す
る
慈
円
の
返
歌
で
あ
る
。
法
の

末
と
い
う
の
は
末
法
の
事
で
あ
る
。

　ま
た
慈
円
は
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
十
二
月
の
願
文
に
も
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

【
史
料
22
】『
慈
円
全
集
』
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
十
二
月

　願
文
（
部
分
）（
55
）

百
王
之
残
十
五
代
末
法
之
始
百
余
年
、

　慈
円
が
末
法
思
想
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
「
百

王
」
の
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
だ
ろ
う
。

　慈
円
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
事
と
な
っ
た
主
な
要
因
と
思
わ
れ
る
事
件
が
、
保
元

の
乱
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

【
史
料
23
】『
愚
管
抄
』
巻
第
四

　保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
二
日
条
（
56
）

保
元
元
年
七
月
二
日
、
鳥
羽
院
ウ
セ
サ
セ
給
テ
後
、
日
本
国
ノ
乱
逆
ト
云
コ
ト

ハ
ヲ
コ
リ
テ
後
ム
サ
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ナ
リ
。

　こ
の
史
料
に
は
、
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
に
鳥
羽
院
が
亡
く
な
っ
た
後
に
反
乱

と
い
う
べ
き
事
件
が
起
こ
り
以
後
、
武
者
の
世
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

保
元
元
年
に
起
こ
っ
た
事
件
と
い
う
と
保
元
の
乱
で
あ
り
、
実
際
慈
円
が
生
ま
れ
た

262

（45） （44）
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制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、一
九
八
六
年
）
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
35
）
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
別
巻
』（
臨
川
書
店
、一
九
八
一
年
）

（
36
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

（
37
）
前
掲
注（
36
）

（
38
）
前
掲
注（
36
）

（
39
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
40
）
後
藤
昭
雄
・
池
上
洵
一
・
山
根
對
助
『
江
談
抄 

中
外
抄 

富
家
語
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
）

（
41
）
前
掲
注（
40
）

（
42
）（
原
文
抜
粋
）

「
英
雄
を
立
つ
る
尤
も
の
理
な
り
。
宝
志（

誌
）
の
野
馬
台
の
讖
に
、「
天
命
三
公
に

在
り
。
百
王
流
れ
畢
く
竭
き
ぬ
。
猿
犬
英
雄
と
称
す
」と
見
え
た
り
。（
中
略
）

命
せ
ら
れ
て
云
は
く
、「
件
の
讖
は
こ
れ
わ
が
朝
の
衰
朝
を
寄
せ
て
候
ふ
な
り
。

よ
り
て
将
来
し
て
、
讖
書
と
号
く
る
な
り
。
よ
り
て
た
め
に
日
本
国
を
野
馬

台
と
云
ふ
な
り
。
ま
た
本
朝
に
渡
る
由
諸
有
る
事
な
り
」
と
。

（
43
）
鈴
木
俊
幸
『
江
戸
の
読
書
熱
』「
第
四
章

　自
学
の
時
代
と
書
籍
需
要
」（
平
凡

社
、
二
〇
〇
七
年
）

（
44
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

（
45
）
小
峯
和
明
『『
野
馬
台
詩
』
の
謎
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

（
46
）『
小
右
記
』
が
記
さ
れ
た
段
階
で
は
、
天
皇
の
代
数
を
数
え
る
記
述
が
な
さ
れ

て
な
か
っ
た
。
し
か
し
北
畠
親
房
が
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
い
て
『
小
右
記
』

の
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
頃
の
後
一
条
天
皇
を
六
十
八
代
目
と
位
置
づ
け

た
。
ま
た
、
今
谷
明
氏
が
『
現
代
語
訳
神
皇
正
統
記
』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
一
五
年
）
で
図
に
し
て
い
る
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
と
宮
内
庁
が
定
め

る
皇
統
譜
の
相
違
を
見
て
み
る
と
、
四
十
代
目
で
両
方
と
も
天
武
天
皇
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
四
十
代
目
の
天
武
天
皇
か
ら
八
十
四
代
目
の
順
徳
天

皇
ま
で
代
数
が
一
致
し
て
い
る
。

（
47
）
林
屋
辰
三
郎
「
北
畠
親
房
」（『
南
北
朝
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
）

（
48
）
岩
佐
正
・
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
藏
編
『
神
皇
正
統
記

　増
鏡
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
）

（
49
）
天
壌
無
窮
の
神
勅
と
い
う
の
は
、
天
孫
降
臨
の
時
に
天
照
大
神
が
皇
孫
の
天

津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
賜
わ
っ
た
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

（
50
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

（
51
）
石
田
一
良
『
愚
管
抄
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
52
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

（
53
）
石
田
一
良
『
愚
管
抄
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。
大
森
志
郎

「
平
等
院
の
建
立
と
愚
管
抄
の
歴
史
観
」『
文
化
』
や
原
田
隆
吉
『
日
本
に
お

け
る
歴
史
思
想
の
展
開
』
所
収
「
鎌
倉
時
代
の
歴
史
思
想
―
末
法
思
想
の
超

克
」
に
意
見
が
あ
る
と
い
う
。

（
54
）
多
賀
宗
隼
編
『
慈
円
全
集
』（
七
丈
書
院
、
一
九
四
六
年
）

（
55
）
前
掲
注（
54
）

（
56
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

12

注（
1
）
西
田
長
男
「
百
王
思
想
・
そ
の
超
克
（
上
）（
下
）」（『
国
学
院
雑
誌
』
一
九

三
六
年
）

（
2
）
大
森
志
郎
「
中
世
末
世
観
と
し
て
の
百
王
思
想
」（『
日
本
文
化
史
論
考
』
創

文
社
、
一
九
七
五
年
）

（
3
）
早
川
庄
八
「
長
元
四
年
の
斎
王
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
官
僚
制

の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）

（
4
）
小
峯
和
明
『『
野
馬
台
詩
』
の
謎
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

（
5
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 
つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
6
）
日
本
で
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
以
降
、
正
法
・
像
法
一
〇
〇
〇
年
ず
つ
に
則
っ

て
一
〇
五
二
年
を
入
末
法
と
見
な
す
末
法
思
想
が
、
平
安
時
代
の
後
半
に
な
っ

て
か
ら
普
及
し
た
。

（
7
）
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
7
』（
臨
川
書
店
、一
九
六
五
年
）

（
8
）
黒
板
勝
美
『
国
史
大
系
第
十
二
巻
：
扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
三
二
年
）

（
9
）
末
世
は
釈
迦
の
入
滅
後
、
末
法
の
世
か
ら
遠
く
く
だ
っ
た
世
の
事
。
末
代
は

勢
い
が
衰
え
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
。

（
10
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
11
）
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
10
』（
臨
川
書
店
、一
九
六
五
年
）

（
12
）
前
掲
注（
11
）

（
13
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
14
）『
愚
管
抄
』
巻
四
、
保
元
元
年
七
月
二
日
条
に
著
者
の
慈
円
が
「
ム
サ
ノ
世
ニ

ナ
リ
ニ
ケ
ル
ニ
ナ
リ
。」
と
記
し
て
い
る
。

（
15
）
佐
々
木
令
信
氏
は
伊
藤
聡
氏
と
違
い
、
粟
散
国
の
見
え
る
文
献
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
も
の
が
十
世
紀
後
半
の
『
宇
津
保
物
語
』
吹
上
・
上
と
し
て
い
る
。

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の
他
に
も
近
い
年
代
の
史
料
で
は
『
宇
津
保
物
語
』
や
『
梵

網
戒
本
疏
日
珠
鈔
』、『
中
興
入
道
御
消
息
』、『
義
経
記
』
が
あ
る
。
ど
の
史

料
に
も
十
六
の
大
国
、
五
百
の
中
国
に
比
べ
、
大
量
の
粟
散
国
が
あ
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
伊
藤
聡
氏
も
同
じ
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

（
17
）
鎌
田
茂
雄
、
田
中
久
夫
編
『
鎌
倉
旧
仏
教
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）

（
18
）
前
掲
注（
17
）

（
19
）
名
畑
應
順
『
親
鸞
和
讃
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）

（
20
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
21
）
鶴
岡
雅
代
氏
が
『
日
蓮
聖
人
の
百
王
思
想
に
つ
い
て
―
慈
円
と
の
比
較
』
に

つ
い
て
日
蓮
と
百
王
思
想
の
関
係
性
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
22
）
仏
書
刊
行
会
編
纂
『
真
言
付
法
伝
一
巻
』（
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
七
年
）

（
23
）
南
天
竺
に
あ
っ
た
鉄
塔
の
事
。

（
24
）
伊
藤
聡
「
第
一
部

　天
照
大
神
と
大
日
如
来
の
習
合
」（『
中
世
天
照
大
神
信

仰
の
研
究
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）

（
25
）
佐
藤
弘
夫
「
神
国
思
想
」（
石
田
一
良
・
石
毛
忠
編
『
日
本
思
想
史
事
典
』
東

京
堂
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

（
26
）
黒
板
勝
美
『
国
史
大
系
第
四
巻
：
日
本
三
代
実
録
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三

四
年
）

（
27
）
佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
）

（
28
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
29
）
編
集
・
発
行
藝
林
舎
『
宸
記
集
上
巻
』（
一
九
七
四
年
）

（
30
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
31
）
佐
々
木
馨
氏
に
よ
る
と
、
神
国
思
想
は
「
神
明
擁
護
」「
天
孫
降
臨
」「
国
土
の

宗
教
的
神
聖
視
」
の
機
能
を
意
味
し
、
す
ぐ
れ
て
現
世
擁
護
的
な
価
値
観
、
と

換
言
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
32
）
塙
保
己
一
・
太
田
藤
四
郎
『
続
群
書
類
従
』
巻
第
三
雑
部
上
（
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
七
四
年
）

（
33
）
大
森
志
郎
『
日
本
文
化
史
論
考
』（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）

（
34
）
早
川
庄
八
「
長
元
四
年
の
斎
王
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
官
僚
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制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、一
九
八
六
年
）
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
35
）
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
別
巻
』（
臨
川
書
店
、一
九
八
一
年
）

（
36
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

（
37
）
前
掲
注（
36
）

（
38
）
前
掲
注（
36
）

（
39
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
40
）
後
藤
昭
雄
・
池
上
洵
一
・
山
根
對
助
『
江
談
抄 

中
外
抄 

富
家
語
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
）

（
41
）
前
掲
注（
40
）

（
42
）（
原
文
抜
粋
）

「
英
雄
を
立
つ
る
尤
も
の
理
な
り
。
宝
志（

誌
）
の
野
馬
台
の
讖
に
、「
天
命
三
公
に

在
り
。
百
王
流
れ
畢
く
竭
き
ぬ
。
猿
犬
英
雄
と
称
す
」と
見
え
た
り
。（
中
略
）

命
せ
ら
れ
て
云
は
く
、「
件
の
讖
は
こ
れ
わ
が
朝
の
衰
朝
を
寄
せ
て
候
ふ
な
り
。

よ
り
て
将
来
し
て
、
讖
書
と
号
く
る
な
り
。
よ
り
て
た
め
に
日
本
国
を
野
馬

台
と
云
ふ
な
り
。
ま
た
本
朝
に
渡
る
由
諸
有
る
事
な
り
」
と
。

（
43
）
鈴
木
俊
幸
『
江
戸
の
読
書
熱
』「
第
四
章

　自
学
の
時
代
と
書
籍
需
要
」（
平
凡

社
、
二
〇
〇
七
年
）

（
44
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

（
45
）
小
峯
和
明
『『
野
馬
台
詩
』
の
謎
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

（
46
）『
小
右
記
』
が
記
さ
れ
た
段
階
で
は
、
天
皇
の
代
数
を
数
え
る
記
述
が
な
さ
れ

て
な
か
っ
た
。
し
か
し
北
畠
親
房
が
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
い
て
『
小
右
記
』

の
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
頃
の
後
一
条
天
皇
を
六
十
八
代
目
と
位
置
づ
け

た
。
ま
た
、
今
谷
明
氏
が
『
現
代
語
訳
神
皇
正
統
記
』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
一
五
年
）
で
図
に
し
て
い
る
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
と
宮
内
庁
が
定
め

る
皇
統
譜
の
相
違
を
見
て
み
る
と
、
四
十
代
目
で
両
方
と
も
天
武
天
皇
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
四
十
代
目
の
天
武
天
皇
か
ら
八
十
四
代
目
の
順
徳
天

皇
ま
で
代
数
が
一
致
し
て
い
る
。

（
47
）
林
屋
辰
三
郎
「
北
畠
親
房
」（『
南
北
朝
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
）

（
48
）
岩
佐
正
・
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
藏
編
『
神
皇
正
統
記

　増
鏡
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
）

（
49
）
天
壌
無
窮
の
神
勅
と
い
う
の
は
、
天
孫
降
臨
の
時
に
天
照
大
神
が
皇
孫
の
天

津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
賜
わ
っ
た
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

（
50
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

（
51
）
石
田
一
良
『
愚
管
抄
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
52
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

（
53
）
石
田
一
良
『
愚
管
抄
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。
大
森
志
郎

「
平
等
院
の
建
立
と
愚
管
抄
の
歴
史
観
」『
文
化
』
や
原
田
隆
吉
『
日
本
に
お

け
る
歴
史
思
想
の
展
開
』
所
収
「
鎌
倉
時
代
の
歴
史
思
想
―
末
法
思
想
の
超

克
」
に
意
見
が
あ
る
と
い
う
。

（
54
）
多
賀
宗
隼
編
『
慈
円
全
集
』（
七
丈
書
院
、
一
九
四
六
年
）

（
55
）
前
掲
注（
54
）

（
56
）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

12

注（
1
）
西
田
長
男
「
百
王
思
想
・
そ
の
超
克
（
上
）（
下
）」（『
国
学
院
雑
誌
』
一
九

三
六
年
）

（
2
）
大
森
志
郎
「
中
世
末
世
観
と
し
て
の
百
王
思
想
」（『
日
本
文
化
史
論
考
』
創

文
社
、
一
九
七
五
年
）

（
3
）
早
川
庄
八
「
長
元
四
年
の
斎
王
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
官
僚
制

の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）

（
4
）
小
峯
和
明
『『
野
馬
台
詩
』
の
謎
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

（
5
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
6
）
日
本
で
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
以
降
、
正
法
・
像
法
一
〇
〇
〇
年
ず
つ
に
則
っ

て
一
〇
五
二
年
を
入
末
法
と
見
な
す
末
法
思
想
が
、
平
安
時
代
の
後
半
に
な
っ

て
か
ら
普
及
し
た
。

（
7
）
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
7
』（
臨
川
書
店
、一
九
六
五
年
）

（
8
）
黒
板
勝
美
『
国
史
大
系
第
十
二
巻
：
扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
三
二
年
）

（
9
）
末
世
は
釈
迦
の
入
滅
後
、
末
法
の
世
か
ら
遠
く
く
だ
っ
た
世
の
事
。
末
代
は

勢
い
が
衰
え
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
。

（
10
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
11
）
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
10
』（
臨
川
書
店
、一
九
六
五
年
）

（
12
）
前
掲
注（
11
）

（
13
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
14
）『
愚
管
抄
』
巻
四
、
保
元
元
年
七
月
二
日
条
に
著
者
の
慈
円
が
「
ム
サ
ノ
世
ニ

ナ
リ
ニ
ケ
ル
ニ
ナ
リ
。」
と
記
し
て
い
る
。

（
15
）
佐
々
木
令
信
氏
は
伊
藤
聡
氏
と
違
い
、
粟
散
国
の
見
え
る
文
献
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
も
の
が
十
世
紀
後
半
の
『
宇
津
保
物
語
』
吹
上
・
上
と
し
て
い
る
。

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の
他
に
も
近
い
年
代
の
史
料
で
は
『
宇
津
保
物
語
』
や
『
梵

網
戒
本
疏
日
珠
鈔
』、『
中
興
入
道
御
消
息
』、『
義
経
記
』
が
あ
る
。
ど
の
史

料
に
も
十
六
の
大
国
、
五
百
の
中
国
に
比
べ
、
大
量
の
粟
散
国
が
あ
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
伊
藤
聡
氏
も
同
じ
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

（
17
）
鎌
田
茂
雄
、
田
中
久
夫
編
『
鎌
倉
旧
仏
教
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）

（
18
）
前
掲
注（
17
）

（
19
）
名
畑
應
順
『
親
鸞
和
讃
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）

（
20
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
21
）
鶴
岡
雅
代
氏
が
『
日
蓮
聖
人
の
百
王
思
想
に
つ
い
て
―
慈
円
と
の
比
較
』
に

つ
い
て
日
蓮
と
百
王
思
想
の
関
係
性
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
22
）
仏
書
刊
行
会
編
纂
『
真
言
付
法
伝
一
巻
』（
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
七
年
）

（
23
）
南
天
竺
に
あ
っ
た
鉄
塔
の
事
。

（
24
）
伊
藤
聡
「
第
一
部

　天
照
大
神
と
大
日
如
来
の
習
合
」（『
中
世
天
照
大
神
信

仰
の
研
究
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）

（
25
）
佐
藤
弘
夫
「
神
国
思
想
」（
石
田
一
良
・
石
毛
忠
編
『
日
本
思
想
史
事
典
』
東

京
堂
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

（
26
）
黒
板
勝
美
『
国
史
大
系
第
四
巻
：
日
本
三
代
実
録
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三

四
年
）

（
27
）
佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
）

（
28
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
29
）
編
集
・
発
行
藝
林
舎
『
宸
記
集
上
巻
』（
一
九
七
四
年
）

（
30
）
伊
藤
聡
『
日
本
像
の
起
源 

つ
く
ら
れ
る〈
日
本
的
な
る
も
の
〉』（K

A
D

O
K

A
W

A

、

二
〇
二
一
年
）

（
31
）
佐
々
木
馨
氏
に
よ
る
と
、
神
国
思
想
は
「
神
明
擁
護
」「
天
孫
降
臨
」「
国
土
の

宗
教
的
神
聖
視
」
の
機
能
を
意
味
し
、
す
ぐ
れ
て
現
世
擁
護
的
な
価
値
観
、
と

換
言
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
32
）
塙
保
己
一
・
太
田
藤
四
郎
『
続
群
書
類
従
』
巻
第
三
雑
部
上
（
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
七
四
年
）

（
33
）
大
森
志
郎
『
日
本
文
化
史
論
考
』（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）

（
34
）
早
川
庄
八
「
長
元
四
年
の
斎
王
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
官
僚
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